
     令和 4年度環境関連事業の取組結果について 
 

資料 1-1 

令和 4年度は環境関連事業全 62事業のうち、事業が終了又は統合した 6事業、事業を休止中の 1事業を除く

55事業について進捗管理を行い、取組実績は以下のとおり。 

 

55事業のうち 

Ａ 計画どおりに実施し達成：49事業      Ｂ 見直し・改善の必要があるが達成：2事業 

Ｃ 計画どおりに実施しているが未達成：4事業 Ｄ 見直し・改善の必要があり未達成：0事業 

 

○未達成項目の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○55事業達成事業一覧（全 62事業のうち、網掛けの 7事業を除く） 

C 17

ごみ焼却施
設管理運営
費

生活環境課 ・可燃ごみ処理量
　上越市クリーンセンター
　49,833ｔ

・可燃ごみ処理量
　上越市クリーンセンター
　49,061ｔ

家庭系直接持ち込み以外は、減少した。
この状況を踏まえ次年度の目標を設定す
る。

C 24

生活環境保
全美化対策
事業

生活環境課 ・全市クリーン活動
　全町内会に参加を呼びか
け、空き缶や散乱ごみなど
の回収・清掃活動を実施す
る。
　目標参加人数　62,000人

参加者数
　59,536人

コロナ禍により清掃活動の規模が縮小さ
れたまま現在に至っていると推察され
る。引き続き、清掃活動を支援し参加者
数の増加を図っていく。

C 37

自然循環型
農業推進事
業

農政課 ・化学肥料・化学合成農薬
を5割以上低減する取組、有
機農業の取組の支援や普
及・啓発を実施することに
より、環境保全型農業の取
組面積について、令和元年
度と同程度を維持する。

・化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減
する取組や、有機農業の取組を行ってい
る農業者に対し、環境保全型農業直接支
払交付金を活用し支援を実施しているほ
か、有機ＪＡＳ認証、ＧＡＰ認証取得に
対する補助金により支援を実施。
・取組人数：462人　（R3：503人）
・取組面積：1,513ha　（R3：1,572ha）

【参考】上越市有機JAS認証取得事業補助
金
　事業申請者：2経営体
　申請面積　：12.71ha

みどりの食料システム法に基づく計画認
定制度や、環境保全型農業直接支払交付
金事業を農業者に周知し、取組の拡大を
図る。

C 39

街灯整備・
維持管理事
業

市民安全課 ・町内会が管理する防犯灯
のLED化率を90％以上とす
る。

・全町内会に対して、R4年度末での防犯
灯LED化補助金の終了を連絡。活用する場
合は検討いただくよう依頼した。
・R5.3月末時点での防犯灯LED化率：
89.7％

・町内会に対して、引き続き新設・灯具
変更等の際はLED化を依頼していくほか、
LED化しているが市への申請が行われてい
ない防犯灯の把握を行い台帳の整理を進
めていく。

C 42

学校給食で
の地場産野
菜の使用拡
大（予算事
業なし）

教育総務課 ・学校給食において青果物
の地場産(上越市産）使用割
合
　令和4年度目標　16.0％

・学校給食において青果物の地場産(上越
市産）使用割合
　令和4年度実績　12.58%

冬は地場産の生産量が少ないため、12月
末までの実績から割合が減少した。今後
もJA及び各区食材納入業者と連携し、引
き続き地場産野菜の使用率向上に努めて
いく。

実施状況判定 見直し・改善内容担当課事業名
事業
№

目標
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実施状況判定 見直し・改善内容担当課事業名
事業
№

目標

令和4年度

取組区分

環境保全課 大気汚染対策事業 1 A:計画通りに実施し達成
騒音・振動、悪臭の防止

環境保全課 騒音・振動対策事業 2 A:計画通りに実施し達成
水質保全・排水処理対策の推進

環境保全課 水質汚濁対策事業 3 A:計画通りに実施し達成

生活環境課 し尿収集事業 4～5 A:計画通りに実施し達成
生活排水対策課 生活排水対策事業 6 A:計画通りに実施し達成

地下水の保全、土壌汚染の防止

環境保全課 地盤沈下対策事業 7 A:計画通りに実施し達成
化学物質等による汚染の防止

環境保全課 放射線モニタリング情報の周知等 8 A:計画通りに実施し達成

生活環境の維持・向上
ごみの適正処理の推進

生活環境課 清掃総務管理費 9 A:計画通りに実施し達成

生活環境課 ごみ収集運搬事業 10～14 A:計画通りに実施し達成
生活環境課 ごみ処理対策事業 ― 平成29年度で終了

生活環境課 ごみ処理対策事業 15～17 A:計画通りに実施し達成
生活環境課 廃棄物処理施設整備事業 ― 平成29年度で終了

リサイクルの推進

生活環境課 資源物分別収集事業 18～23 A:計画通りに実施し達成
環境美化の推進

生活環境課 生活環境保全美化対策事業 24 C:計画通りに実施しているが未達成

生活環境課 生活環境保全美化対策事業 25～27 A:計画通りに実施し達成

都市整備課 景観デザイン事業 28 A:計画通りに実施し達成

自然環境との共生
生物多様性の保全

環境保全課 自然環境保全推進事業 29 A:計画通りに実施し達成
環境保全課 鳥獣保護管理事業 30 A:計画通りに実施し達成

開発事業に対する環境配慮の誘導
環境保全課 環境政策総務事業（環境影響評価会議） 31 A:計画通りに実施し達成

自然環境の活用

緑地・公園の活用
農林水産整備課 くわどり市民の森維持管理及び運営事業 32 A:計画通りに実施し達成
農林水産整備課 森林保育管理事業 33 A:計画通りに実施し達成

都市整備課 都市公園整備事業 34～35 A:計画通りに実施し達成
都市整備課 都市公園整備事業 ― 令和3・4年度実施なし

都市整備課 公園管理費 36 A:計画通りに実施し達成

環境保全型農業の推進
農政課 自然循環型農業推進事業 37 C:計画通りに実施しているが未達成

地球環境：低炭素社会を目指す

地球温暖化対策の推進
省エネルギーの推進

環境保全課 環境政策総務事業(省エネルギーの推進) 38 A:計画通りに実施し達成

市民安全課 街灯整備・維持管理事業 39 C:計画通りに実施しているが未達成
省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入

環境保全課 省エネルギー・新エネルギー普及推進事業 ― 環境学習啓発事業に統合

環境保全課 省エネルギー・新エネルギー普及推進事業 ― 平成30年度で終了
環境保全課 風力発電事業 ― R2年度で終了

地球環境：低炭素社会を目指す
地球温暖化対策の推進

省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入

生活排水対策課 下水道センター運転管理費 40 A:計画通りに実施し達成
拠点形成と交通ネットワークの構築

都市整備課 土地利用対策費 41 A:計画通りに実施し達成

地産地消の推進
教育総務課 学校給食での地場産野菜の使用拡大 42 C:計画通りに実施しているが未達成
農政課 地産地消認定店の拡大 43 B:見直し・改善の必要があるが達成

環境学習：豊かな環境を継承する社会を目指す
環境啓発の推進

環境学習の推進と事業者支援
環境保全課 環境政策総務事業（学習・啓発） 44 A:計画通りに実施し達成
環境保全課 環境学習施設管理運営事業（学習・啓発） 45 A:計画通りに実施し達成

環境保全課 環境学習施設管理運営事業（地球環境学校） 46 A:計画通りに実施し達成
生活環境課 ごみ焼却施設管理運営費 47 A:計画通りに実施し達成
生活環境課 し尿処理事業 48 A:計画通りに実施し達成

農林水産整備課 林業総務費 49 A:計画通りに実施し達成
農林水産整備課 くわどり市民の森の維持管理及び運営 50 A:計画通りに実施し達成

農林水産整備課 二貫寺の森管理運営費 51 A:計画通りに実施し達成

社会教育課 謙信KIDSプロジェクト 52 B:見直し・改善の必要があるが達成
市民、事業者との協働による取組の推進

環境保全課 環境政策総務事業（環境基本計画の推進） 53 A:計画通りに実施し達成

環境保全課 環境政策総務事業（環境政策審議会） 54 A:計画通りに実施し達成
環境保全課 環境マネジメントシステム事業 ― 環境政策総務事業に統合

環境保全課 環境政策総務事業（エコアクション21） 55 A:計画通りに実施し達成

自然環境：自然と共生した社会を目指す

分
野

基

本

方

針

主

要

施

策

取組主管課 事業 事業№ 備考

生活環境：快適な生活空間を確保した循環型社会を目指す
環境汚染の防止

大気汚染の防止

景観形成の推進



○令和4年度環境関連事業 資料1-2

分野：生活環境
目的：快適な生活空間を確保した循環型社会を目指す

基本方針：環境汚染の防止
主要施策：大気汚染の防止

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

環境政策課 大気汚染対策
事業

大気汚染（光化学オキシダント、PM2.5）の常
時監視情報を市民に周知するほか、悪臭によ
る相談や苦情があった場合、速やかに現地確
認などを行い、必要に応じ臭気測定を実施す
る。 1 継続

・大気汚染物質（光化学オキシダント、
PM2.5）の濃度が高まり健康被害が生じ
る恐れがある場合には、速やかに市民に
情報提供、注意喚起を実施する。

・異状時に備え、県の観測記録を定時確認（1日2回）する。
・大気汚染物質の濃度が高まり健康被害が生じる恐れがある場合、
速やかに市民に情報提供、注意喚起を実施する。
・悪臭による相談や苦情があった場合、速やかに現地確認などを行
い、解決に向けて対応する。
・大気汚染物質の濃度が高くなる時期に合わせ、周知を行う（広報
上越：2月、5月）

・平日は環境対策係、休日は当番職員が、県の観測記録の定
時確認を実施
・大気汚染発生時の対応策等について、広報上越に掲載し意
識啓発を実施
・光化学スモッグ：広報上越5月号
・pm2.5：広報上越3月号

A:計画通りに実
施し達成

主要施策：騒音・振動、悪臭の防止
環境政策課 騒音・振動対

策事業
高速道路や幹線道路などにおいて自動車騒音
の測定を実施し、環境基準の達成状況を把握
するとともに、基準を超過した際には施設管
理者に対し、速やかな改善を求める。

新幹線沿線において列車走行音の測定を実施
し、新幹線騒音の音源対策の進捗とその後の
騒音の経過について監視を行う。 2 継続

・事業場の騒音・振動が規制基準を超過
した場合に、指導により改善された割
合：100％

・合併前上越市内の環境保全協定を締結している15事業場を対象
に、2ケ月に1回（年6回）騒音・振動測定を実施する。
（その他）
・高速道路や幹線道路などにおいて自動車騒音の測定を実施し、環
境基準の達成状況を把握するとともに、基準を超過した際には施設
管理者に対し、速やかな改善を求める。
　高速道路騒音の測定（6～7月）、自動車騒音の測定（11～12月）
・環境騒音の測定を実施し、基準の超過を確認した場合、道路管理
者等に改善を求める。
　環境騒音の測定（11月～12月）
・新幹線騒音に対し音源対策工事が行われたことから、効果等を把
握するため市内1地点（県：3地点）で測定を実施する。
　新幹線騒音の測定（10月）

○協定事業所の測定
・6月と10月に騒音に係る規制値の超過を確認した1事業場に
対し指導を行った結果、以降の測定では規制値未満となっ
た。このほかは全て規制値未満となっている。
（その他）
・新幹線騒音の測定（11月）
　北陸新幹線の向橋1地点の騒音測定において、昨年度と同様
に環境基準値を超過する騒音が確認された。県と連携し、騒
音対策の実施について、JR東日本及び鉄道運輸機構に要望し
た。（2月）
・環境騒音の測定（11月）
　騒音測定を実施した6地点の全てで、昼間・夜間における環
境基準の超過は確認されなかった。

A:計画通りに実
施し達成

主要施策：水質保全・排水処理対策の推進
環境政策課 水質汚濁対策

事業
河川、海域、湖沼の水質等の水質等測定によ
り環境基準の達成状況などを監視するほか、
水質汚濁防止法に基づく特定事業場の排出水
調査により排水基準の遵守状況などを把握す
る。

冬期前後に多発する油流出事故を抑止するた
め、市民及び事業者に対し計画的に注意喚起
を図る。

3 継続

・水質汚濁防止法に基づく特定事業場の
排水が、環境基準を超過した場合に、指
導により改善された割合：100％

・河川、海域、湖沼の水質等の水質等測定により環境基準の達成状
況などを監視するほか、水質汚濁防止法に基づく特定事業場の排出
水調査により排水基準の遵守状況などを把握する。
・冬期前後に多発する油流出事故を抑止するため、市民及び事業者
に対し計画的に注意喚起を図るほか、事故が多発する傾向にある地
域においては個別に注意喚起を実施する。
○各種測定
・河川等の水質測定（4～3月）
・事業場の排出水調査（4～3月）
○意識啓発
・注意喚起の実施（広報上越：11月）

○各種測定
・河川等の水質測定（4月～3月）
・事業場の排出水調査（4月～3月）
・油事故の注意喚起について、FM-Jと広報上越、上越タイム
ス（市民の窓）で実施。

A:計画通りに実
施し達成

生活環境課 し尿収集事業 市内全域のし尿をくみ取り、清潔な生活環境
を保持する。

4 継続

・市内全域のし尿をくみ取り、利用者か
らの汲取り依頼を遅滞なく実施するとと
もに、業者に委託し、適切にし尿の収集
運搬を行い清潔な生活環境の保持を図
る。

・非水洗化トイレ及び仮設トイレから発生するし尿を収集し、汚泥
リサイクルパークへ搬入し清潔な生活環境の保持に努める。

　収集量　5,692kL

・非水洗化トイレ及び仮設トイレから発生するし尿を収集
し、汚泥リサイクルパークへ搬入し清潔な生活環境の保持に
努めた。

　収集量　5,490kL

A:計画通りに実
施し達成

生活環境課 し尿処理事業 全市域から汚泥リサイクルパークに搬入され
るし尿、浄化槽汚泥を廃棄物の処理　及び清
掃に関する法律や水質汚濁防止法に基づき適
正に処理し、生活環境の保全
及び公衆衛生の向上を図る。 5 継続

・市内全域から汚泥リサイクルパークに
搬入されるし尿、浄化槽汚泥を廃棄物の
処理及び清掃に関する法律や水質汚濁防
止法に基づき適正に処理し、生活環境の
保全及び公衆衛生の向上を図る。

汚泥リサイクルパークに搬入されるし尿、浄化槽汚泥を適正に処理
する。

　し尿　　　： 5,692KL
　浄化槽汚泥：46,800KL
　合計　　　：52,492KL

汚泥リサイクルパークに搬入されるし尿、浄化槽汚泥を適正
に処理した。

　し尿　　　： 5,490kL
　浄化槽汚泥：43,472kL
　合計　　　：48,962kL

A:計画通りに実
施し達成

分野：生活環境
目的：快適な生活空間を確保した循環型社会を目指す

基本方針：環境汚染の防止
主要施策：水質保全・排水処理対策の推進

生活排水対策
課

生活排水対策
事業

公共下水道、農業集落排水は、市民生活に密
着した生活関連基盤施設であることから、引
き続き下水道汚水管渠の着実な整備を進める
とともに、戸別訪問の実施により接続率の向
上を図る。

合併処理浄化槽の設置については、循環型社
会形成推進交付金を活用するほか、市の補助
金交付制度により設置者の負担軽減を図るな
ど設置促進に努める。

6 継続

・汚水衛生処理率 87.6％ ・下水道汚水管渠の整備を着実に進めるとともに、未接続世帯への
戸別訪問を実施する。

・下水道汚水管渠の整備を着実に進めるとともに、未接続世
帯への戸別訪問を実施した。 （訪問件数　9,073件）
  排水設備申請（完了）実績（市内全域）
　　公共下水道　 932件
　　農業集落排水　94件

・合併処理浄化槽等設置費補助金を交付し、合併処理浄化槽
の設置を促進した。
  合併処理浄化槽等設置費補助実績：75件

※令和4年度末　汚水処理衛生処理率86.0％

A:計画通りに実
施し達成

【汚水処理衛生処理
率について】
令和4年度におい
て、改めて住基デー
タと接続人口を全て
突合し、調査し直し
たことにより、処理
率に修正が生じ減と
なった。

令和4年度
備考担当課 事業名

目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度



主要施策：地下水の保全、土壌汚染の防止
環境政策課 地盤沈下対策

事業
県と共同で、地下水位・地層収縮量の観測を
行うとともに、水位の低下状況に応じて、地
盤沈下注意報（警報）を発令し、地下水の節
水啓発を図り地盤沈下の防止に努める。

揚水設備設置者を対象とする研修会を開催す
るほか、新規設置に伴う事前届出などについ
て、市民及び設置請負事業者に周知徹底す
る。

7 継続

・新設の揚水設備における降雪感知器の
設置割合：90％以上

・揚水設備設置届出者に対する節水型降雪感知器の設置勧奨等（通
年：100件程度）

・国、県と共同で行う水準測量において、1級路線7.6km、2級路線
58km（計画距離）の調査を行う。

・県と共同で、地下水位、地層収縮量の観測を行う（12月～3月の毎
日）とともに、水位の低下状況に応じて地盤沈下注意報（警報）が
発令された際は、地下水の一層の節水啓発を図り地盤沈下の抑制に
努める。

・広報上越、市ホームページ、広報車等による節水啓発を行う。

・揚水設備設置届出者に対し、節水型降雪検知器の設置を勧
奨した。
　3月末までに設置された消雪用揚水設備45件中、44件に降雪
感知器が設置されており、設置割合は98％である。
・国、県と共同で行う水準測量において、1級路線7.6km、2級
路線58km（計画距離）の調査を行った。
・県と共同で、地下水位、地層収縮量の観測を行った（12月
～3月の毎日）。
・広報上越、市ホームページ等で節水啓発を行った。
・揚水設備設置工事に立ち会い、設備等が規定に準じている
か確認した。

A:計画通りに実
施し達成

主要施策：化学物質等による汚染の防止
環境政策課 放射線モニタ

リング情報の
周知等（予算
事業なし）

・上越地域消防事務組合管内の各消防署で測
定された空間線量率について、毎月広報で公
表する。 8 継続

・上越地域消防事務組合管内の各消防署
で測定された空間線量率について、毎月
広報上越で公表する。

・上越地域消防事務組合管内の各消防署で測定された空間線量率
を、毎月広報上越で公表する。

・測定結果を、毎月広報誌に掲載した

A:計画通りに実
施し達成

基本方針：生活環境の維持・向上
主要施策：ごみの適正処理の推進

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

生活環境課 清掃総務管理
費

・各種団体の活動への支援を通じて、市内の
生活環境の保全を図る。

9 継続

・市民の自主的な地区衛生活動や生活環
境の向上に取り組んでいる生活環境協議
会の活動に対し運営経費の一部を補助
し、環境美化と意識向上を図る。

・各区（板倉区は除く）及び合併前上越市の生活環境協議会に対し
補助金を交付し、活動を支援する。

・各区（板倉区は除く）及び合併前上越市の生活環境協議会
に対し補助金を交付し、活動の支援を行った。

A:計画通りに実
施し達成

生活環境課 ごみ収集運搬
事業

・家庭ごみ（燃やせるごみ、燃やせないご
み）の収集運搬及び中間処理を適正に行うこ
とにより、生活環境の保全を図る。

10 継続

・家庭ごみ（燃やせるごみ、燃やせない
ごみなど）の収集運搬を適正に行うこと
により、生活環境の保全を図る。
・市内の家庭系ごみ及び事業系ごみの排
出量
　60,687t
  家庭系39,713ｔ
　事業系20,974ｔ

同左 計画どおり収集運搬を適正に行った。
排出量
　63,774ｔ
　家庭系　42,592ｔ
　事業系　21,182ｔ A:計画通りに実

施し達成

収集量が計画値を上回ってお
り、ごみの減量化を図る必要が
ある。

生活環境課 ごみ収集運搬
事業

・家庭ごみ（燃やせるごみ、燃やせないご
み）の収集運搬及び中間処理を適正に行うこ
とにより、生活環境の保全を図る。

11 継続

○燃やせないごみ中間処理業務委託
・燃やせないごみを中間処理施設にて破
砕し、資源物（金属類等）を選別した後
に、残渣をクリーンセンターへ搬入す
る。
・処理量（見込み）　　：3,008t
・残渣運搬量（見込み）：2,503t

同左 ○燃やせないごみ中間処理業務委託
・燃やせないごみを中間処理施設にて破砕し、資源物（金属
類等）を選別した後に、残渣をクリーンセンターへ搬入し、
適正に処理を実施した。
　処理量　　　：2,310t
　残渣運搬量　：2,200t

A:計画通りに実
施し達成

生活環境課 ごみ収集運搬
事業

・家庭ごみ（燃やせるごみ、燃やせないご
み）の収集運搬及び中間処理を適正に行うこ
とにより、生活環境の保全を図る。

12 継続

・家庭ごみ有料化事業
　家庭ごみ指定袋を作成するとともに、
保管・配送業務を実施する。
　3歳未満児の属する世帯へ指定袋引換
券を無償配布し、子育て世帯への経済的
負担を軽減する。

・家庭ごみ用指定袋（11種類）、指定シール（6種類）を作成し、市
指定の取扱所で販売する。
・3歳未満児の属する世帯へ、4月末までに指定袋引換券を無償配布
する。
　　配布予定：3,282人

・家庭ごみ有料化事業
　家庭ごみ指定袋を作成するとともに、保管・配送業務を実
施した。
　3歳未満児の属する世帯へ、4月末までに指定袋引換券を無
償配布し、子育て世帯への経済的負担の軽減を図った。（配
布：3,005人）

A:計画通りに実
施し達成

分野：生活環境
目的：快適な生活空間を確保した循環型社会を目指す

基本方針：生活環境の維持・向上
主要施策：ごみの適正処理の推進

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

生活環境課 ごみ収集運搬
事業

・家庭ごみ（燃やせるごみ、燃やせないご
み）の収集運搬及び中間処理を適正に行うこ
とにより、生活環境の保全を図る。

13 継続

・ごみ集積施設設置費補助事業
　町内会が行うごみ集積施設の新設
　修繕に要する費用の一部を補助する。
　補助率：1/2
　（限度額1基当たり10万円）
　交付件数（見込み）
　　設置等 61件
　　修繕 　 9件
　　合計 　70件

同左 ・ごみ集積施設設置費補助事業
　町内会が行うごみ集積施設の設置、修繕等に要する経費の
一部補助を行った。
　補助率：1/2
　（限度額1基当たり10万円）
　交付件数（3月末現在）
　　設置等 57件
　　修繕   16件
　　合計 　73件
※申請があったものは、全て交付決定し、設置、修繕等に対
する支援を行った。

A:計画通りに実
施し達成

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考



生活環境課 ごみ処理対策
事業

・廃棄物の適正な最終処分及び再資源化を進
め、生活環境の保全を図る。

14 継続

○最終処分場維持管理費
・最終処分場等について、通常の維持管
理を継続する。

最終処分場の維持管理及び処分場からの放流水、浸出水や観測井戸
の水質検査を行う。
○最終処分場等
・柿崎区車地、薬師山：通年
・三和区宮崎新田：7～9月

最終処分場の維持管理及び処分場からの放流水、浸出水や観
測井戸の水質検査を行った。
○最終処分場等
・柿崎区車地については、10月から更新井戸において試料の
採取を行っているが、地下水の過マンガン酸カリウム消費量
が10月、山側（14.0mg/ℓ：比較対象）、海側（13.0mg/ℓ：監
視対象）と基準値（10.0mg/ℓ）を超過し、地下水に影響を与
える可能性のある放流水（3.7mg/ℓ）は基準値以内であった。
今回は監視対象である海側井戸の地下水でも基準値を超えた
が、比較対象である山側井戸の値の方が高く、また、地下水
に影響を与える可能性のある放流水の値が基準値内であった
ことから、基準値の超過は自然に由来するものであると判断
した。また、井戸の更新から間もなく、周辺の地下状況が不
安定である可能性が高いことから、県とも相談し、分析結果
の推移を注視することとした。
 6月：山側11.0、放流水 7.5、海側 5.1
 7月：山側13.0、放流水10.0、海側 4.6
10月：山側14.0、放流水 3.7、海側13.0
12月：山側11.0、放流水 2.9、海側 6.5
 1月：山側12.0、放流水 8.6、海側10.0
 2月：山側15.0、放流水 2.6、海側11.0
 3月：山側12.0、放流水 3.0、海側 6.0
・薬師山：4～3月：水質異常なし（1月から2月積雪のため欠
測）
・三和区宮崎新田：7～9月：異常なし

A:計画通りに実
施し達成

生活環境課 ごみ処理対策
事業

・廃棄物の適正な最終処分及び再資源化を進
め、生活環境の保全を図る。 ―

クリーンセンター供
用開始に伴い平成29
年度で終了

生活環境課 ごみ処理対策
事業

・廃棄物の適正な最終処分及び再資源化を進
め、生活環境の保全を図る。

15 継続

○最終処分場整備事業
・上越市内における最終処分場の整備を
目指し、新潟県の取り組への協力、支援
を行う。

同左 ○県等との協議
・県環境局資源循環推進課との協議（4/19、12/7、3/20）
・県環境局資源循環推進課上越分室・新潟県環境保全事業団
との協議（7/5、7/21、7/26、9/21、10/17、10/25、11/11、
12/2，12/7、1/5、2/6）
・県土木部道路建設課との協議（11/1、11/11、2/27）
○庁内関係課協議
・農林水産整備課との協議（7/19）
・道路課との協議（7/20、9/21、9/29）
・都市整備部との協議（9/29）
・柿崎区総合事務所との競技（9/21、9/29、12/2）
・議会事務局との協議（12/2）
・環境保全課との協議（12/6、2/16）
〇絞り込んだ町内会への説明会・見学会
・説明会（5/18、5/22、7/24、7/31、11/16、11/18、12/11、
12/18、1/22、2/12）
・先行地：エコパークいずもざき見学（6/8、6/11）
○町内会建設同意（同意書押印）
・下中山町内会（2/21）、竹鼻町内会（2/21）
○市議会
・報告（3/6）、所管事務調査（3/29）
○柿崎区町内会長連絡協議会への説明（5/20）
○上越地区産業廃棄物広域処理対策推進協議会通常総会
（8/9）
〇広報上越への記事掲載（7月号、10月号、1月号）
○その他
・県議会報告（3/3）、新潟日報報道あり（3/4）

A:計画通りに実
施し達成

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

生活環境課 ごみ処理対策
事業

・廃棄物の適正な最終処分及び再資源化を進
め、生活環境の保全を図る。 16 継続

・生活環境作業員18名によるクリーン活
動ごみの回収及び処理を実施する。

同左 各町内会からの依頼に基づき、随時回収を実施した。
A:計画通りに実

施し達成

生活環境課 ごみ焼却施設
管理運営費

・全市域からごみ焼却処理施設（上越市ク
リーンセンター）へ搬入される可燃ごみを廃
棄物の処理及び清掃に関する法律や環境基準
により適正に処理し、生活環境の保全及び公
衆衛生の向上を図る。

17 継続

・可燃ごみ処理量
　上越市クリーンセンター
　49,833ｔ

同左 ・可燃ごみ処理量
　上越市クリーンセンター
　49,061ｔ A:計画通りに実

施し達成

生活環境課 廃棄物処理施
設整備事業

・既存の廃棄物焼却処理施設の老朽化とごみ
質の変化に対応するため、平成29年10月の供
用開始を目指して新クリーンセンターを整備
する。

―
クリーンセンター供
用開始に伴い平成29
年度で終了

主要施策：リサイクルの推進
生活環境課 資源物分別収

集事業
・循環型社会の形成に向け、分別収集した資
源物の再資源化を推進する。

18 継続

○資源物収集運搬業務委託
・町内会集積所、資源物常時回収ステー
ション及びリサイクル推進店から資源物
を回収し、リサイクル施設へ搬入する。

・資源物の収集運搬業務を事業者（11社）へ委託する ○資源物収集運搬業務委託
・計画どおり、町内会集積所、資源物常時回収ステーション
及びリサイクル推進店から資源物の収集運搬を適正に実施し
た。

A:計画通りに実
施し達成

生活環境課 資源物分別収
集事業

・循環型社会の形成に向け、分別収集した資
源物の再資源化を推進する。

19 継続

○分別収集回収品目中間処理業務委託
・家庭から排出される容器包装やペット
ボトル等の資源物の中間処理を行う。

・中間処理業務を事業者（6社）へ委託する。 ○分別収集回収品目中間処理業務委託
・計画どおり、家庭から排出される容器包装やペットボトル
等の資源物を中間処理事業者6社へ委託し、適正に中間処理を
実施した。

A:計画通りに実
施し達成

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考



生活環境課 資源物分別収
集事業

・循環型社会の形成に向け、分別収集した資
源物の再資源化を推進する。

20 継続

○再商品化業務委託
・容器包装（プラスチック製・紙製）や
乾電池などの資源物の再商品化業務を委
託し、適正処理を行う。

・再商品化業務を日本容器包装リサイクル協会や事業者へ委託す
る。

○再商品化業務委託
・計画どおり、容器包装（プラスチック製・紙製）や乾電池
などを日本容器包装リサイクル協会及び事業者へ再商品化業
務を委託し、適正に処理した。

A:計画通りに実
施し達成

分野：生活環境
目的：快適な生活空間を確保した循環型社会を目指す

基本方針：生活環境の維持・向上
主要施策：リサイクルの推進

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

生活環境課 資源物分別収
集事業

・循環型社会の形成に向け、分別収集した資
源物の再資源化を推進する。

21 継続

・自動消火器の更新
・ステーション利用のマナー向上
・適正な運用

・上半期中に自動消火器の更新を行う
・屋外放置などのマナー違反防止のため、看板設置やSNSによる啓発
を行う
・収集運搬ができない年始や、災害が予想される場合の施設運用基
準を作成し、安全で適正な施設運営を行う

・自動消火器交換済み。
・全ステーションの点検を実施し、簡易修繕の実施と更新計
画を作成
・マナー違反の多い年始に職員による立哨を実施し、屋外放
置の防止に努めた。次年度以降は、閉鎖することとし、令和5
年度版ごみカレンダーにより周知を行った。

A:計画通りに実
施し達成

生活環境課 資源物分別収
集事業

・循環型社会の形成に向け、分別収集した資
源物の再資源化を推進する。

22 継続

・資源物集積所整備事業
　集積所で使用する看板や表示板等を作
成し、希望する町内会へ配付する。

・看板や表示板等の作成、配付　（見込み）
　　作製数　　　　　　240（看板）
　　　　　　　　　　　270（表示板）
　　　　　　　　　　　380（回収箱）
　　配付数見込み数　1,224

・町内会から要望のあった備品などを迅速に配付した。
［看板や表示板の作成、配付（3月末現在）］
　　作成数　1,480
　　　看板　450、表示板　700、回収箱　330
　　配付数　1,709
　　　看板　643、表示板　783、回収箱　283

A:計画通りに実
施し達成

生活環境課 資源物分別収
集事業

・循環型社会の形成に向け、分別収集した資
源物の再資源化を推進する。

23 継続

・分別収集した生ごみを民間事業所に搬
入し、バイオガスを発生させ汚泥乾燥用
の燃料や肥料としてリサイクルする。
・生ごみ量（見込み）
　5,697トン以下に抑える。

同左 ・予定どおり生ごみの処理及びリサイクルを実施済み。
・生ごみ量
　　3,812t（残渣を除く） A:計画通りに実

施し達成

主要施策：環境美化の推進

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

生活環境課 生活環境保全
美化対策事業

・町内会等と連携した美化活動や衛生活動の
ほか、環境パトロール等により、良好な生活
環境の保全と衛生環境を確保する。

24 継続

・全市クリーン活動
　全町内会に参加を呼びかけ、空き缶や
散乱ごみなどの回収・清掃活動を実施す
る。
　目標参加人数　62,000人

同左 参加者数
　59,536人

C:計画通り実施
しているが未達

成

コロナ禍により清掃活動の規模
が縮小されたまま現在に至って
いると推察される。引き続き、
清掃活動を支援し参加者数の増
加を図っていく。

生活環境課 生活環境保全
美化対策事業

・町内会等と連携した美化活動や衛生活動の
ほか、環境パトロール等により、良好　な生
活環境の保全と衛生環境を確保する。

25 継続

・市道側溝土砂収集運搬事業
　町内会が清掃した市道側溝の土砂を収
集運搬する。

・実施内容（見込み）
　対象町内会　171町内
　収集量　　　290トン

・市道側溝土砂収集運搬事業
　町内会が清掃した市道側溝の土砂を収集運搬した。
　対象町内会　171町内
　収集量　　276.76トン

A:計画通りに実
施し達成

生活環境課 生活環境保全
美化対策事業

・町内会等と連携した美化活動や衛生活動の
ほか、環境パトロール等により、良好な生活
環境の保全と衛生環境を確保する。

26 継続

・不法投棄多発地帯へのパトロール及び
回収を随時実施
・ステーションにおける違反ごみに対
し、悪質者に警察と連携して注意を実施
・収集業者の車両（パッカー車）に不法
投棄防止啓発マグネットステッカーを配
布（追加配付）

同左 ・不法投棄多発地帯へのパトロール及び回収を随時実施
　→116件対応
・収集業者の車両（パッカー車等）に不法投棄防止啓発ス
テッカーを貼り付けるため、ステッカーを印刷し、11月に各
社へ配布済み A:計画通りに実

施し達成

生活環境課 生活環境保全
美化対策事業

・町内会等と連携した美化活動や衛生活動の
ほか、環境パトロール等により、良好　な生
活環境の保全と衛生環境を確保する。 27 継続

・ごみヘルパー事業
障害や高齢などの理由でごみの分別や集
積所への排出が困難な世帯へ、町内会等
と連携してヘルパーを派遣する。

・実施内容（見込み）
　ヘルパー委嘱人数　53人
　支援世帯数　55世帯

実施内容
　ヘルパー委嘱人数　　69人
　支援世帯数　　　　　75世帯

A:計画通りに実
施し達成

分野：生活環境
目的：快適な生活空間を確保した循環型社会を目指す

基本方針：生活環境の維持・向上
主要施策：景観形成の推進

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

都市整備課 景観デザイン
事業

・地域の特性を生かした景観づくりを推進す
るため、平成21年度に策定した景観計画に基
づき、以下の事業に取り組む。
　・届出制度の実施
　・景観アドバイザー制度の
　　実施
　・景観審議会の実施
　・景観情報紙の発行
　・景観セミナーの開催
　・その他事業内容に関する
　　啓発の取組の実施

28 継続

・景観アドバイザーからの助言や届出制
度の実施により、周辺地域との調和を図
り、公共施設及び民間施設の景観の向上
を推進する。
・その他、特徴的な景観が残る地域を対
象に、地域住民と協働して景観まちづく
り活動に取り組む。

・景観審議会の開催
・景観アドバイザーによる建築物等へのアドバイス実施（会議形
式：8回/年）
・届出制度の運用（随時）
・南本町三丁目や他地区において景観まちづくり活動の支援
・屋外広告物の景観ガイドラインの作成
・SNS等により景観事業の情報発信

・景観アドバイザーによる建築物等へのアドバイスを実施
　※会議　4月、6月、7月、9月、10月、2月、3月
　※メールアドバイス　8月
・届出制度による審査を実施
　※届出・通知：131件
・南本町三丁目において、景観づくり重点区域の指定
　※R4.12.1告示
・屋外広告物の景観ガイドラインについて、官学連携により
素案を作成
・SNSにより情報発信:10件
・景観審議会の開催
　※R4.11.9

A:計画通りに実
施し達成

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考



分野：自然環境
目的：自然と共生した社会を目指す

基本方針：自然環境との共生
主要施策：生物多様性の保全

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

環境政策課 自然環境保全
推進事業

・良好な自然が残る地域を自然環境保全地域
に指定することで、希少な動植物の生息環境
の保全を進める。

・良好な自然環境が残る地域などを周知し、
市民等の環境保全意識の高揚につなげる。 29 継続

・令和4年度に自然環境保全地域を1か所
指定する。

・自然環境保全推進委員会を開催し、自然環境保全地域の指定につ
いて検討する。
・自然環境調査・監視員による保全地域等の巡回や現況調査等を行
う。
・指定に向け現地調査や情報収集等を行う。
・自然環境保全地域等で、地域の団体等が行う保全活動の支援を行
う。
・保全地域の指定に併せ、看板の設置や市ホームページへの掲載を
行い、周知を図る。

・自然環境保全地域を1か所指定した。
・自然環境調査・監視員による保全地域等の巡回や現況調査
等を行った。
・次期指定候補地の選定に向け、現地調査や情報収集等を
行った。
・自然環境保全地域等で、地域の団体等が行う保全活動の支
援を行った。
・頸北の池沼群自然環境保全地域の指定に併せ、市ホーム
ページへの掲載等を行うとともに、看板を設置するなど、周
知を図った。

A:計画通りに実
施し達成

環境政策課 鳥獣保護管理
事業

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、
適切に有害鳥獣捕獲許可を交付する　ほか、
人身被害を防止するため大型鳥獣が出没した
際には警察及び市内の猟友会　支部などと連
携し、市民の安全確保に努める。

人身被害防止のため、大型獣に関する情報提
供を行うほか、市民一人ひとりが事故や誘因
を防止するために自らができる事などの啓発
に努める。

30 継続

・クマやイノシシなどの大型野生鳥獣に
よる人身被害：0人

・大型野生鳥獣による人身被害を防止するため、中郷区、名立区に
おいて、出没を抑制するための緩衝帯を整備する。
・鳥獣対策アドバイザーによる学習会開催など、「一人一人が被害
や誘因を防止する」ための意識を啓発するほか、各種イベント時等
において、これらの生態や人身被害防止対策等を周知する。
・住宅地周辺に大型野生鳥獣が出没した際、事態の早期の収束を図
るため捕獲に必要な用具等を整備する。
・クマが出没した際は、速やかに安全メール等で周知するととも
に、市ホームページなどで情報提供するほか、出没地点に注意喚起
の看板を設置する。
・大型野生鳥獣による人身被害を未然に防止するため、鳥獣被害対
策実施隊員を引き続き委嘱し、適切な調査や捕獲等を行う。

・大型野生鳥獣による人身被害を防止するため、中郷区、名
立区において、出没を抑制するための緩衝帯を整備した。
・9月27月にクマ学習会を実施した。
・クマ出没時には、保育園や学校、町内会等に速やかに注意
喚起するとともに安全メールや市ホームページ等で情報提供
したほか、出没地点に注意喚起の看板を設置した。また、ク
マの生息が想定される地域やクマ出没の可能性が高い地域を
対象に、あらかじめ注意を促す看板を設置した。
・住宅地周辺等での大型野生鳥獣の出没時は、人身被害を防
止するため、鳥獣被害対策実施隊員によるパトロールや捕獲
等を実施した。
・クマ出没多発期前の周知（広報上越：5月号、10月号）

A:計画通りに実
施し達成

主要施策：開発事業に対する環境配慮の誘導
環境政策課 環境政策総務

事業（環境影
響評価会議）

・開発事業で環境に及ぼす影響について専門
的な意見を求められた際、環境影響評価会議
を開催し、環境影響評価に係る技術的な事項
を調査審議する。

31 継続

・上越市環境影響評価会議の設置及び運
営に関する要綱第2条により、公害の防
止及び自然環境の保全の見地から調査審
議する。

・該当案件に応じ、環境影響評価会議を開催する。 ・該当案件がないため、開催の実績はなし。

A:計画通りに実
施し達成

基本方針：自然環境の活用
主要施策：緑地・公園の活用

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

農林水産整備
課

くわどり市民
の森維持管理
及び運営事業

・上越市の水源の森である、くわどり市民の
森を、自然観察や森林浴などが出来る市民の
憩いの場、環境学習や森林体験活動の場とし
て整備を行う。

32 継続

・中山間地の水源地域の森林を市民の共
有財産として捉え、市民の森として活用
し、林業体験や環境学習を通じて利用者
の里山保全に関する理解を深めるととも
に、森林整備を進め水源涵養など森林の
持つ多面的機能の向上を図る。
ア　市民の森を利用したイベントの開催

目標来場者数：6,000人
【参考】
R03：5,557人
R02：4,160人
R01：5,219人
H31：6,114人
H30：5,917人

ア・木工作体験の充実
　・季節に応じたイベントの実施

・4月～11月まで、毎月異なる木工作を実施するほか、森の散
策会や野鳥、植物、昆虫の観察会、トレッキングツアー、開
園20周年を記念した飲食等のイベントを実施。

月間入込数
4月：470人
5月：2,245人
6月：821人
7月：610人
8月：472人
9月：393人
10月：655人
11月：788人　　計6,454人

A:計画通りに実
施し達成

農林水産整備
課

森林保育管理
事業

・森林・山村の多面的機能を発揮するため、
森林整備等を実施する活動組織への事業推
進、指導を行う。

33 継続

・地域住民、森林所有者、NPO法人、民
間団体などが協力して作る活動組織が行
う、地域環境保全、森林資源利用、森林
機能強化の取組を支援する。

・越後ふるさと里山林協議会と活動組織と連絡をとり、活動が円滑
に行えるよう支援する。
　活動予定組織： 5団体
　活動予定面積：24.80ha

・12月22日、1月18日、1月20日に活動組織の実績確認を行っ
た。
・活動組織5団体とも、竹林整備や除伐、刈払いなどの活動を
したことを確認した。
・5年度の活動組織数は、今年度の5団体に加え、新規団体が2
団体が加わった計7団体になる予定。

活動面積：24.80ha

A:計画通りに実
施し達成

分野：自然環境の活用
目的：自然と共生した社会を目指す

基本方針：自然環境の活用
主要施策：緑地・公園の活用

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

都市整備課 都市公園整備
事業

・平成27年6月に改訂した高田公園基本計画お
よび高田公園短期整備計画に基づき、【交流
拠点】、【歴史公園】、【観光拠点】の機能
を有した「総合公園」として計画的に整備を
行う。

34 継続

・市民の憩いの場である高田城址公園に
おいて、利用者の安全性を高める施設整
備を実施する。

北堀園路整備　歩道工事を実施 北堀園路整備　歩道工事を実施

A:計画通りに実
施し達成

都市整備課 都市公園整備
事業

・五智公園の貴重な自然資源を五感で感じら
れるよう、【学び】【遊び】【健康】の３つ
の柱に基づいた整備を行う。 ―

令和3・4年度実施な
し
令和5年以降実施予
定

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考



都市整備課 都市公園整備
事業

・市民の憩いとコミュニケーションの場とし
ての公園を、バリアフリーや安全・安心の観
点から誰もが利用しやすいよう整備する。 35 継続

・利用者の安全・安心に配慮した公園施
設の整備を実施する。

ア　長寿命化計画による遊具の更新を実施。　10公園12基 10公園12基の遊具の更新を実施

A:計画通りに実
施し達成

都市整備課 公園管理費 ・市民の憩いやコミュニケーションの場とな
る都市公園等を安全で安心して利用で　きる
空間とするため、適切な管理を行う。

36 継続

市民の憩いとコミュニケーションの場と
して、安全・安心に利用できるよう、地
域との協働により都市公園の維持管理を
実施する。

ア　公園管理事業

イ　パーク・パートナーシップ事業

ウ　高田城址公園樹木保守管理事業

ア　公園管理事業
　　176公園（267ha）の除草、清掃、樹木管理、遊具修繕等の　維
持管理を実施する。

イ　パーク・パートナーシップ事業
　　137公園（41.1ha）の街区公園等の管理を町内会等と協働で実施
する。

ウ　高田城址公園樹木保守管理事業
　・高田城址公園桜長寿命化第二期計画に基づき、日常管理及び計
画事業を実施する。
　　（土壌改良：253本、施肥：2159本、高所剪定：155本、伐採：
29本、植樹：9本他）
　・松くい虫防除対策として薬剤の樹幹注入を実施する。

市民の憩いとコミュニケーションの場として、安全・安心に
利用できるよう都市公園の維持管理を実施。また、地域との
協働によるパーク・パートナーシップ協定を締結した公園等
で除草、清掃等を実施。
・公園管理事業
・パークパートナーシップ事業
・高田城址公園樹木保守管理事業

A:計画通りに実
施し達成

主要施策：環境保全型農業の推進
農政課 自然循環型農

業推進事業
・自然環境と調和のとれた農業生産を推進す
るため、化学肥料及び化学合成農薬の使用
を、地域慣行基準より5割以上低減する栽培や
有機農業の取組を支援する。

37 継続

・化学肥料・化学合成農薬を5割以上低
減する取組、有機農業の取組の支援や普
及・啓発を実施することにより、環境保
全型農業の取組面積について、令和元年
度と同程度を維持する。

取組人数：611人
取組面積：1,896ha

・化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する取組や、有機農
業の取組を行っている農業者に対し、環境保全型農業直接支
払交付金を活用し支援を実施しているほか、有機ＪＡＳ認
証、ＧＡＰ認証取得に対する補助金により支援を実施。
・取組人数：462人　（R3：503人）
・取組面積：1,513ha　（R3：1,572ha）

【参考】上越市有機JAS認証取得事業補助金
　事業申請者：2経営体
　申請面積　：12.71ha

C:計画通り実施
しているが未達

成

みどりの食料システム法に基づ
く計画認定制度や、環境保全型
農業直接支払交付金事業を農業
者に周知し、取組の拡大を図
る。

分野：地球環境
目的：低炭素社会を目指す

基本方針：地球温暖化対策の推進
主要施策：省エネルギーの推進

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

環境政策課 環境政策総務
事業(省エネル
ギーの推進)

・地球温暖化対策を推進する取組を具体的に
推進し、普及・啓発を行う。

38 継続

〈事務事業編〉
・国が掲げた温室効果ガスの削減目標
（2030年度までに2013年度比で40％削
減）を達成するため、第2次財政計画
（改訂版）及び公共施設等総合管理計画
（基本方針）との整合を図りながら、市
役所における温室効果ガスの排出量削減
及び省エネルギーの取組を推進する。

・公共施設における省エネルギー化、温
室効果ガス削減に向けた取組を推進す
る。

・環境負荷の低減のため、ノーカーデー
及びグリーン購入の取組について各課等
に周知する。

〈区域施策編〉
・地球温暖化対策を推進するため、ホー
ムページや環境イベント等で取組事例等
を周知する。

（事務事業編〉
・温室効果ガス排出量削減への取組を具体的に推進、普及させ、部
局ごとに進捗管理を行う。職員一人一人の日常業務における温室効
果ガス排出量の削減に寄与する事務事業編の取組を強化する。
・各施設においてエネルギー使用量及びCO2排出量の分析を行い、市
全体のCO2排出量の増減の要因分析を行う。

・ノーカーデー実施手順書の策定及び実施を依頼し、実績を管理す
る。

・グリーン購入基本方針・調達方針の策定、周知を行う。

〈区域施策編〉
・広報上越
　地球温暖化についての記事を掲載（環境月間 6月号）
・市ホームページで情報発信（随時）
・新潟県地球温暖化防止活動推進センターの事業「にいがた緑の
陣」に参加し、グリーンカーテンの普及、啓発を行う。

（事務事業編〉
・温室効果ガス排出量の削減の取組を強化するため、各施設
にエネルギー使用量の入力を依頼するとともに、前年度比1t-
CO2以上の増減があった施設に対して要因の報告を求め、管理
を行った。
・ノーカーデー実施割合96.0%（12月末時点）
・グリーン購入不適合品の購入実績なし。

（区域施策編）
・広報上越では、6月（環境月間）に地球温暖化対策、2月に
冬季の省エネに関する記事を掲載し、行動変容を促した。
・「にいがた緑の陣」の取組の中で、市ホームページでグ
リーンカーテンの生育状況やグリーンカーテンの効果につい
て掲載した。また、グリーンカーテンに関する講座・学習会
を開催し、各家庭等で地球温暖化対策に向けた取組の普及、
促進に努めた。合わせて、上越市みどりのフェスティバルで
来場者にグリーンカーテンの普及啓発を行い、緑化を推進し
た。

A:計画通りに実
施し達成

市民安全課 街灯整備・維
持管理事業

・町内会が管理する防犯灯をLED化する工事に
要する費用の一部を補助し、LED化を推進する
ことにより、消費電力及び二酸化炭素排出量
の削減を図る。 39 継続

・町内会が管理する防犯灯のLED化率を
90％以上とする。

・R3年度に実施したLED化補助金制度に関する意向調査において、今
年度中にLED化を実施すると回答のあった町内会に対し、年度内に手
続きが完了するよう進捗管理を行い、目標値（町内会が管理する防
犯灯のLED化率90％）の達成努める。

・全町内会に対して、R4年度末での防犯灯LED化補助金の終了
を連絡。活用する場合は検討いただくよう依頼した。
・R5.3月末時点での防犯灯LED化率：89.7％ C:計画通り実施

しているが未達
成

・町内会に対して、引き続き新
設・灯具変更等の際はLED化を
依頼していくほか、LED化して
いるが市への申請が行われてい
ない防犯灯の把握を行い台帳の
整理を進めていく。

令和4年度で終了

主要施策：省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入
環境政策課 省エネル

ギー・新エネ
ルギー普及推
進事業

・上越市の貴重な資源であり、特徴である
「雪」を活用し、加工食品や農産物の雪中貯
蔵商品開発や雪を利用した事業展開を支援
し、　雪冷熱エネルギーの利用による環境負
荷の低減と再生可能エネルギーの導入を促進
する。

―

平成30年度環境学習
啓発事業に統合

環境政策課 省エネル
ギー・新エネ
ルギー普及推
進事業

・新エネルギーシステム設置
　費補助
　・地球温暖化対策を地域で　　推進するた
め、市民が取り組める省エネルギーや再生可
能エネルギーの普及啓発及び導入の促進を行
う。
・住宅用太陽光発電システム及びペレットス
トーブ設備の設置に対する支援を行う。

―

平成30年度で終了

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考



環境政策課 風力発電事業 ・風力発電施設を適切に管理し、新エネル
ギーの一つである風力発電の有用性を市　民
に周知することにより、新エネルギーの普及
及び二酸化炭素排出量抑制の啓発を図る。

―

R2年度をもって全て
の風力発電施設を停
止し、特別会計を廃
止（R3年度から撤去
費及び維持管理経費
を一般会計化）

分野：地球環境
目的：低炭素社会を目指す

基本方針：地球温暖化対策の推進
主要施策：省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

生活排水対策
課

下水道セン
ター運転管理
費

・下水汚泥の消化により発生する消化ガスの
うち、未利用となっていたガスを用い　て発
電施設を稼働させることで電気と温水を発生
させ、それを場内で利用し二酸化炭素の排出
抑制に努める。

40 継続

・これまでの下水道センター運転管理に
加え、消化ガス発電による電力を場内で
使用することで、二酸化炭素排出量の抑
制を図る。（年間発電量1,248,000kWh）

・また、施設見学等の来場者に、消化ガ
ス発電施設を見学していただくととも
に、バイオマス燃料を利用することで地
球温暖化対策に寄与していること等につ
いて説明し、啓発を図る。

・消化ガス発電を適切に管理する。
・施設見学等の申込みを受け入れ、来場者に説明をする。

・令和４年度の消化ガス発電量は1,514,245kWhだった。
・施設見学等来場者は660人（大人101人、児童559人）だっ
た。

A:計画通りに実
施し達成

主要施策：拠点形成と交通ネットワークの構築
都市整備課 土地利用対策

費
・商業、医療、福祉などの都市機能が集積す
る拠点を維持・形成するとともに、各　拠点
間や拠点と集落の間を道路やバスなどで結ぶ
効率的で環境負荷の低い交通ネットワークの
構築に取り組み、人や物の移動などに伴う温
室効果ガスの排出の削減を図る。

41 継続

〔高田地区〕
・令和4年度のモデル事業補助金を確実
に執行する。
・モデル地区において、まちなか居住推
進地区を1件以上認定する。また、景観
づくり重点区域を1地区以上指定する。

〔直江津地区〕
・モデル地区において、具体的な支援策
及び実施箇所を確定させる。

〔高田地区〕
・モデル地区において、空き家の利活用や良好な居住環境の整備、
まちの魅力向上に資する支援策をモデル的に実施する。
・推進地区の認定及び景観づくり重点区域の指定に向け、関係町内
会が主体となった取組をサポートしていく。

〔直江津地区〕
・アドバイザーを活用し、地域住民とワークショップ形式による具
体的な取組の検討を行い、令和5年度からのモデル事業実施に向け、
制度設計、関係権利者と事業化調整を行う。

〔高田地区〕
・モデル地区において、町家のリフォーム支援（2件）や空き
家の片付け支援（2件）、雁木通りの街なみ形成支援（5件）
の補助事業を実施した。
・事業の実施にあたっては、誘導重点区域外から誘導重点区
域内への転入があったほか、2軒の空き家が新たな所有者へ引
き継がれた。
・景観づくり重点区域の指定に向け、一地区で関係地権者が
主体となった検討が進められた。また、まちなか居住推進地
区の認定に向け、一地区で町内会が主体となった検討が開始
された。

〔直江津地区〕
・モデル地区において、ワークショップ結果を踏まえて整理
した支援策の概要について、地域住民と意見交換を行い、制
度設計の内容に反映するとともに、R5からの支援制度の活用
を促すため、町内会と協働で空き家アンケート調査を実施し
た。

A:計画通りに実
施し達成

主要施策：地産地消の推進
教育総務課 学校給食での

地場産野菜の
使用拡大（予
算事業なし）

・学校給食において青果物の地場産(上越産）
野菜の使用拡大を図る。

42 継続

・学校給食において青果物の地場産(上
越市産）使用割合
　令和4年度目標　16.0％

・えちご上越農業協同組合及び各区食材納入業者と連携し、学校給
食での地場産野菜の使用拡大を図り地産地消を推進する。

・学校給食において青果物の地場産(上越市産）使用割合
　令和4年度実績　12.58%

C:計画通り実施
しているが未達

成

冬は地場産の生産量が少ないた
め、12月末までの実績から割合
が減少した。今後もJA及び各区
食材納入業者と連携し、引き続
き地場産野菜の使用率向上に努
めていく。

農政課 地産地消認定
店の拡大
（予算事業な
し）

・上越産品を積極的に取り扱う小売店・飲食
店などを応援する地産地消推進の店認定事業
により、地場産の農林水産物を食す機会を増
やすとともに、「上越の食育」のホームペー
ジをはじめ、様々な媒体や機会を捉え、地場
の食材や食文化の情報提供を行うことで、市
民の地産地消の意識の醸成を図る。

43 継続

・地産地消推進の店の認定数を令和4年
度末までに172店以上にする。
・プレミアム認定店の認定数を令和4年
度までに18店以上とする。

・市内の地場産物を取り扱っている店舗に働き掛けを行い、認定店
数を増やし、市民や観光客にPRすることで、地産地消の推進を図
る。
・新たに「プレミアム認定店」を認定し、認定店から地産地消の情
報発信を行うことで、地産地消の推進を図る。
・認定数増加に向け、市ホームページを活用し、継続的に店舗の募
集を行う。

・地場産物を取り扱っている店舗に「地産地消推進の店」の
趣旨を説明し、働きかけを行ったことで、令和4年度は8店か
ら申請があり、地産地消推進会議を経て認定し、174店となっ
た。
・プレミアム認定店を16店舗認定した。

B:見直し・改善
の必要があるが

達成

地産地消推進の店の認定数は
174店舗（R4年度末現在）とな
り目標を達成したものの、プレ
ミアム認定店の認定数は16店舗
（R4年度末現在）となり目標に
達しなかった。プレミアム認定
店の認定数については事業の趣
旨を踏まえ、改めて目標値を検
討する必要がある。

分野：環境学習
目的：豊かな環境を継承する社会を目指す

基本方針：環境啓発の推進
主要施策：環境学習の推進と事業者支援

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

環境政策課 環境政策総
務事業（学
習・啓発）

・食品ロスや海洋プラスチックごみ等の新た
な環境課題への対策として、講座や集客施設
等での情報発信、啓発活動を実施する。
・環境団体との連携による啓発活動の強化す
る。

44 継続

・食品ロスや海洋プラスチックごみ等の
環境課題に対し、環境イベントへの出展
や環境学習会を実施し、広く環境情報を
発信し市民の意識啓発を行う機会を設け
る。
・環境団体との連携強化やネットワーク
づくりのため、情報交換会を開催する。
また、団体の協力を得て環境学習会を開
催する。

・環境イベントにおいて、環境団体等と連携した海洋ごみ対策の展
示や講座を開催し、啓発活動を実施する。
・食品ロスに対する意識啓発のため、のぼり旗を設置し、食にまつ
わるイベントでの啓発を行う。
・環境団体との更なる連携強化を図るため、議題を決め定期的に情
報交換会を開催する。
・長野市のとの交流事業等で環境団体に講師を依頼し、環境イベン
ト等にあわせ学習会を実施する。

・上越科学館と連携し、イベント時に海洋ごみや上越市の自
然環境保全地域等についてのパネルを展示し、一人ひとりの
行動変容を促した。
・謙信公祭において、飲食ブースに食品ロスののぼり旗を設
置し、食品ロス削減に向けて取組を推進した。
・長野市との交流事業で、上越市と長野市の合同で海岸清掃
を行うとともに、海洋ごみに関する学習会を開催し、意識啓
発に努めた。
・環境団体と情報交換会を行い、各団体の課題や市の施策等
について共有し、団体活動の活発化に向けた意見交換を行っ
た。
・SAKE祭りにおいて、食品ロス削減に向けて、チラシ入り
ティッシュを配り、意識啓発を行った。
・灯の回廊（高士地区）において、電気自動車の普及啓発の
ため、電気自動車から会場内の照明及びイルミネーション等
に給電を行った。

A:計画通りに実
施し達成

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考



環境政策課 環境学習施設
管理運営事業
（学習・啓
発）

・市民及び事業者が環境保全に対する理解を
深めるとともに、自主活動の意欲を高めるた
め、環境に関する総合的な学習の場を提供す
る。

45 継続

・環境イベントへの出展や環境講座等の
実施補助、環境情報の発信を行い、市民
及び事業者の環境保全に対する理解を深
めるとともに、活動の意欲を高める機会
を提供する。

・環境イベントにおいて、パネル展示や再エネ等体験コーナーを設
置し、環境情報の発信を行う。
・ホームページ等で環境講座の周知を図り、利用を促進する。

・グリーンカーテン講座等について、ホームページの他にSNS
や新聞、広報誌を活用し利用促進に向けて取組を進めた。
・みどりのフェスティバルにおいて、新潟県地球温暖化防止
活動推進センター及びゼロチャレ30士（市内大学生）と連携
しながら、にいがたゼロチャレ30の取組や普及アプリの周知
を行った。

A:計画通りに実
施し達成

分野：環境学習
目的：豊かな環境を継承する社会を目指す

基本方針：環境啓発の推進
主要施策：環境学習の推進と事業者支援

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

環境政策課 環境学習施設
管理運営事業
（地球環境学
校）

・市民及び事業者の環境保全に対する理解を
深めるとともに、自主的な活動を喚起するた
め、環境に関する総合的な学習の場を提供す
る。 46 継続

・中ノ俣の自然や、そこに暮らす人々の
知恵と心に触れる自然体験学習を中心
に、総合的な環境学習の場を提供する。
・自然体験プログラムの実施
・プログラム利用者数：2,600人

・学校や町内会等にチラシを配布し、地球環境学校の周知を図り利
用を促進する。
・特別プログラムの開催を広報やSNSに掲載し、参加を促す。

・プログラム利用者数：3,187人
・学校や保育園等にパンフレット・バス案内を配布し、地球
環境学校の周知を図り、利用を促した。 A:計画通りに実

施し達成

生活環境課 ごみ焼却施設
管理運営費

・全市域から排出される資源化できないごみ
を、ごみ焼却処理施設において環境排出基準
を維持しながら、焼却処理することにより減
容化するとともに、焼却灰等の埋立基準に適
合するよう適正処理を行う。

47 継続

・施設見学者数：1,300人 ・市内小学校への施設見学会の依頼
　・6月末までに依頼
　・依頼校数　49校

・施設見学者実績：1,508人
・6/2市内小学校へ依頼書を配布

A:計画通りに実
施し達成

生活環境課 し尿処理事業 ・全市域から汚泥リサイクルパークに搬入さ
れるし尿、浄化槽汚泥を廃棄物の処理及び清
掃に関する法律や水質汚濁防止法に基づき適
正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の
向上を図る。

48 継続

・施設見学者数：150人（汚泥リサイク
ルパーク）

・市内小学校への施設見学会の依頼
　・6月末までに依頼
　・依頼校数　49校

・施設見学者実績：423人
・6/2市内小学校へ依頼書を配布

A:計画通りに実
施し達成

主要施策：環境学習の推進と事業者支援
農林水産整備
課

林業総務費 ・各種林業関連協議会への負担金や森林・環
境保全活動団体への補助金を交付する。
・上越地域治山林道協議会などへの負担金を
交付する。
・森と緑の感謝祭実行委員会（上越市と妙高
市で開催）へ負担金を交付する。
・上越緑の少年団育成会補助金を交付する。
・緑化推進を図る。

49 継続

環境に関する体験や講座等の参加者数を
6,000人以上にする。（農林水産整備課
分）

・自然観察、トレッキングツアーなど里山を活かしたイベントの開
催
・体験活動等を通じた教育カリキュラムの充実

・緑の少年団の活動として、高田城址公園や金谷山公園の桜
のお礼肥えやくわどり市民の森での草刈り、遊具づくり、南
葉高原キャンプ場でのアウトドア体験等を実施。

参加者数
4月　入団式　32人
4月　高田城址公園お礼肥え　29人
5月　金谷山公園桜の手入れ　24人
6月　くわどり市民の森草刈り　19人
7月　南葉高原キャンプ場アウトドア　27人
10月 五智公園の桜の育樹活動　14人
11月 木工作体験　28人
12月 修了式　34人　　　　　　　　　　　　　計：207人

事業No.49～51の計：6,718人

A:計画通りに実
施し達成

農林水産整備
課

くわどり市民
の森の維持管
理及び運営

・豊かな自然を活用した環境学習や林業体験
を実施し、森林保全の重要性を普及啓発する
ため、施設の維持管理及び運営を行う。 50 継続

環境に関する体験や講座等の参加者数を
6,000人以上にする。（農林水産整備課
分）

・自然観察、トレッキングツアーなど里山を活かしたイベントの開
催
・体験活動等を通じた教育カリキュラムの充実

・4月～11月まで、毎月異なる木工作を実施するほか、森の散
策会や野鳥や植物、昆虫の観察会、トレッキングツアー、開
園20周年を記念した飲食等のイベントを実施。

計6,454人

A:計画通りに実
施し達成

農林水産整備
課

二貫寺の森管
理運営費

・自然観察会やイベントを行うとともに、二
貫寺の森維持管理組織の「二貫寺の森保全
会」と協働による管理運営を行う。

51 継続

環境に関する体験や講座等の参加者数を
6,000人以上にする。（農林水産整備課
分）

・自然観察、トレッキングツアーなど里山を活かしたイベントの開
催
・体験活動等を通じた教育カリキュラムの充実

8月に自然観察会、9月にネイチャーゲーム、10月に工作会を
実施。

8月：14人
9月：22人
10月：21人　計：57人

A:計画通りに実
施し達成

社会教育課 謙信KIDSプロ
ジェクト

・地域資源や地域の人材を活用した体験活動
を通して、子どもたちの興味・関心を高める
とともに、異学年・異学校の子ども同士の交
流を推進し、協力し合う力、自主的な行動
力、コミュニケーション能力を育成する。

52 継続

・社会教育事業で自然体験、環境学習に
関する講座の参加者数を令和4年度まで
に累計で1,711人以上にする。

・令和4年度目標221人

・市内の多様な自然環境の中での体験活動の実施
・全17講座22コースのうち、「しぜんA・B」「さとやま」「海」の3
講座4コースを対象とする。

・しぜんAコース　延べ参加人数　53人
　（6/4：19人、7/2：20人、7/30：14人）
・しぜんBコース　延べ参加人数　56人
　（9/3：19人、10/8：18人、11/12：19人）
・さとやま　　延べ参加人数　45人
　（8/6：13人、10/8：16人、1/15：16人）
・海　延べ参加人数　54人
　（9/17：19人、10/1：19人、11/20：16人）

・令和4年度　環境関連講座等参加者数：208人
・累計参加者数：1,731人

B:見直し・改善
の必要があるが

達成

新型コロナウイルス感染症の影
響で、今年度の講座参加率が全
講座で概ね86％程度と、前年度
の参加率を下回っており、令和
4年度目標人数の達成は困難で
あったが、累計目標は達成。コ
ロナ禍での実施における適正な
目標値設定の検討が必要と考え
る。

担当課 事業名
目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度 令和4年度

備考



分野：環境学習
目的：豊かな環境を継承する社会を目指す

基本方針：環境啓発の推進
主要施策：市民、事業者との協働による取組の推進

目標
Plan

実施計画
Plan

実績（実施内容）
Do

目標達成状況
Check

見直し・改善内容
Action

環境政策課 環境政策総務
事業（環境基
本計画の推
進）

・第3次環境基本計画の実施内容を市民等に対
して広く周知し、環境施策を推進する。

53 継続

・第3次環境基本計画に掲げる「望まし
い環境像」の実現に向けて環境全般に関
する施策を推進する。

・環境関連事業の取組について目標の進捗を確認（8月末、12月末、
3月末）。

・環境関連事業の取組について目標の進捗を確認（8月末、12
月末、3月末）。

A:計画通りに実
施し達成

環境政策課 環境政策総務
事業（環境政
策審議会）

・環境基本計画の策定、環境の保全や廃棄物
の減量等に対することについて、学識経験
者、関係行政機関、事業者等の専門家や公募
に応じた市民からの意見を環境施策に反映さ
せるため、環境政策審議会を開催する。

54 継続

・環境政策審議会の開催
　第4次環境基本計画の策定、環境の保
全や廃棄物の減量等に対することについ
て、学識経験者、関係行政機関、事業者
等の専門家や公募に応じた市民からの意
見を環境施策に反映させるため、環境政
策審議会を開催する。

・環境政策審議会の開催
　第4次環境基本計画策定に向け、審議が必要と思われる事案がある
際に会議を開催し、外部委員の幅広い知見からの意見を、事業や施
策に反映させる。

環境政策審議会を4回に渡って開催し、第4次環境基本計画の
策定等に関して審議を行った。
第1回　7月19日
（内容）第4次環境基本計画の概要、第3次環境基本計画の評
　　　　価検証、脱炭素社会プロジェクトの概要
第2回　10月21日
（内容）第4次環境基本計画の基本方針・施策の体系について
　　　　地球温暖化対策実行計画の検証及び温室効果ガス排
　　　　出量の将来推計
第3回　11月16日
（内容）第4次環境基本計画の環境施策について、第2次地球
　　　　温暖化対策実行計画の温室効果ガス削減目標及び
　　　　取組項目について、し尿くみ取り手数料の改定に
　　　　ついて（諮問）
第4回　12月13日
（内容）し尿くみ取り手数料の改定について（諮問）、
　　　　第4次環境基本計画及び第2次地球温暖化対策実行計
　　　　画の素案について、パブリックコメントの実施につ
　　　　いて

A:計画通りに実
施し達成

環境政策課 環境マネジメ
ントシステム
事業

・上越市環境マネジメントシステム（JMS）を
活用し、市の環境問題への取組を具体的に実
践する。 ―

令和元年度環境政策
総務事業に統合

環境政策課 環境政策総務
事業（エコア
クション21）

・環境省が定めた環境マネジメントシステム
「エコアクション21」の普及活動を通じ、事
業者へのシステムの普及啓発を図り、「エコ
アクション21」認証取得を支援する。 55 継続

・「エコアクション21」の普及を通じ
て、事業者へのシステムの普及啓発を図
り、「エコアクション21」認証取得を支
援する。また、広報上越への記事掲によ
る周知を行う。

・特別基礎地域事務局と連携し、市内事業者に「エコアクション
21」認証取得支援を行う。
・「エコアクション21」認証取得促進のため、事前説明会等の情報
を広報上越への記事掲載により周知を行う。

市内事業者の「エコアクション21」認証取得支援に向け、特
別基礎地域事務局の上越環境科学センターが実施する事前説
明会の周知を広報誌等で行った。

A:計画通りに実
施し達成

令和4年度
備考担当課 事業名

目的
Plan

事業№ 取組区分
令和4年度



 

令和 4年度法令遵守事項の遵守状況について 

１ 法規制監視測定件数 

 令和 4 年度における法令遵守状況は、測定数 2,030 件であり、適合 2,023 件、法基準値不適合 0 件、

自主基準値不適合 7件。 

法令の名称 適用項目 
対象施設等 

測定数 適合数 

法 

基準値 

不適合 

自主 

基準値 

不適合 名称 数 

廃棄物処理

法ほか 

浸出水、

地下水 

一般廃棄物最終処分場 

(薬師山埋立地 ほか) 
2  22 15 0  7  

廃棄物処理

法 

汚泥、焼

却灰及び

ばいじん 

一般及び産業廃棄物 

(上越市クリーンセンターほ

か) 

11 99  99  0  0  

大気汚染防

止法 
ばい煙 

廃棄物焼却炉、ボイラー 

(上越市クリーンセンターほ

か) 

15 26  26  0  0  

悪臭防止法

ほか 
悪臭 

悪臭原因物 

（上越市クリーンセンター、

汚泥リサイクルパーク） 

2 3  3  0  0  

騒音規制法

ほか 
騒音 

圧縮機、ポンプ、送風機等 

(柿崎コミュニティプラザ、

雁木通りプラザほか) 

68 82 82 0  0  

振動規制法

ほか 
振動 

圧縮機、ポンプ、送風機等 

(教育プラザ、高田図書館ほ

か) 

37 52 52 0  0  

水質汚濁防

止法ほか 
排水ほか 

排水処理施設 

(下水道センター、農業集落

排水処理施設ほか) 

55 594 594  0  0 

下水道法 排水 

下水処理施設 

(下水道センター、浄化セン

ター) 

7 84  84  0  0 

ダイオキシ

ン類対策特

別措置法 

排ガスほ

か 
上越市クリーンセンター 1 6 6 0 0 

労働安全衛

生法 

ダイオキ

シン類 

廃棄物焼却炉 

(上越市クリーンセンター) 
1 2  2  0  0  

肥料の品質

の確保等に

関する法律 

有害物質 
汚泥肥料 

(汚泥リサイクルパーク) 
1 1  1  0  0  

県公衆浴場の

配置、衛生措

置の基準条例 

水質 

浴槽水 

(ユートピアくびき希望館、

八千浦交流館はまぐみ) 

1 6 6  0  0  

フロン排出

抑制法 

第 1種特

定製品 
エアコン等 272 1,047 1,047  0  0  

計 473 2,030 2,023 0  7 

 

≪裏面あり≫ 

資料 2 



 

 

２ 未達成項目及び理由等 

法令等の名称 施設名 不適合の状況 是正措置・再発防止策の状況 

① 廃棄物の

処理及び

清掃に関

する法律 

柿 崎 区
車 地 最
終 処 分
場 

 
状況 

柿崎区車地最終処分場 地下水 

水質自主基準値超過（過マンガン酸

カリウム消費量超過） 

山側井戸 7 回（令和 4 年 6 月 16

日、7 月 11 日、10 月 17 日、12 月

21 日、令和 5 年 1 月 16 日、2 月 13

日、3月 23日） 

※令和 4 年 10 月 17 日、令和 5 年 2

月 13 日のみ海側井戸も自主基準値

超過 
 
原因 
・監視対象である海側井戸よりも、
比較対象の山側井戸の値が高いこ
とから、基準の超過は処分場由来
によるものではなく、自然に由来
するものと推察される 

・令和 4年 9月の井戸の更新から間
もなく、周辺の地下状況が不安定
である 

 

是正措置 
・定期的な調査孔の洗浄と、適正な
採水作業手順の徹底を受託者に指
示する。 

・採水に適した条件下で処分場の現
況を正確に分析できるよう、予備
日の設定も含めて毎月の採水予定
日の日程を調整する。 

 
 
再発防止策 
・採水したサンプルにそれまでと異
なる状況が見られた場合には、市
担当者がサンプルを直接確認し、
該当サンプルの採用の可否を判断
するものとする。 

・なおサンプルの状態から月内の採
水が困難な場合は、監督官庁（新
潟県）に状況を報告の上、助言を
仰ぎ対応する。 

 
 
 

 



     第 4次環境基本計画及び第 2次地球温暖化対策実行計画の推進について 
 

第 3 次環境基本計画（計画期間：H27～R4 年度）では、計画で定める環境施策について関連する事業を環境関連事業（R4 年度：55 事業）として整理し、地球温暖化対策実行計画（計画期間：H28～R4 年度）

で定める温室効果ガス削減目標と合わせて進捗管理を行ってきましたが、新たな計画では、計画で定める主要施策や数値目標ごとに進捗状況や課題の抽出を行い、計画及び環境施策の推進を図っていきます。 

分野 基本方針 指標項目
現状値
（年度）

中間目標
（R8）

最終目標
（R12）

分野 基本方針 指標項目
現状値
（年度）

中間目標
（R8）

最終目標
（R12）

公害苦情の改善率
（＊）

95%
（R1-3平均）

95% 95%
市域における温室効
果ガスの年間排出量
（＊）

1,801千t-CO2
(H30）

1,281千t-CO2 1,020千t-CO2

事業所の騒音・振動
規制基準達成率

99%
（R1-3平均）

99% 99%
市内における再生可
能エネルギー設備の
導入容量（＊）

31,247kW
（R3）

61,252kW 85,257kW

事業所の排水基準達
成率

97%
（R1-3平均）

97% 97%
公共施設等における
再生可能エネルギー
設備の導入容量

3,609kW
（R3）

3,907kW 4,385kW

汚水衛生処理率
（＊）

88%
（R3）

92.3% 93.7%

森林組合等による市
内産木材（間伐材含
む。）の出荷量
（＊）

11,000ｍ3 15,500ｍ3 19,000ｍ3

不法投棄されたごみ
の量（＊）

22t
（R3）

19t 18t
市民1人1日当たりの
ごみ排出量（＊）

944.5g
（R3）

826.0g以下 732.0g以下

全市クリーン活動参
加者数（＊）

55,445人
（R3）

58,000人 62,000人
事業系一般ごみの排
出量（＊）

21,582t
（R3）

18,859t以下 16,679t以下

自然環境保全地域の
指定数（＊）

7か所
（R3）

9か所 11か所 家庭ごみの資源化率
42.5%
（R3）

50%以上 50%以上

大型野生動物による
人身被害の発生件数
（＊）

0件/年
（R3）

0件/年 0件/年
一般廃棄物再生利用
率

21.7%
（R3）

28.0% 28.0%

市民が自然が豊かと
感じている割合（市
民の声アンケート）

92.9%
（R3）

－ 97.0%
環境団体等と連携し
た学習機会の提供回
数

5回
（R3）

8回 10回

有機農業に取り組ん
でいる面積（＊）

57ha
（R3）

90ha 120ha

環境保全のために考
え、積極的に行動し
ている市民の割合
（上越市環境市民ア
ンケート）

46.0%
（R3）

－ 55.00%

生
活
環
境

自
然
環
境

1—1
環境汚
染の防
止

1—2
生活環
境の維
持・向
上

2—1
自然環
境との
共生

2—2
自然環
境の活
用

3-1
脱炭素
社会へ
の移行
の促進

環
境
学
習

地
球
環
境

3-2
持続可
能な循
環型社
会の形
成

4-1
環境啓
発の推
進

1 大気汚染の防止

2 騒音・振動、悪臭の防止

3 水質保全・排水処理対策の推進 都市整備部

4 地下水の保全、土壌汚染の防止

5 化学物質等による汚染の防止

1 ごみの適正処理の推進

2 環境美化の推進

1 生物多様性の保全 農林水産部

2 環境に配慮した事業活動の推進 総合政策部

1 緑地・公園の活用 都市整備部

2 自然環境と調和した景観形成の推進 都市整備部

3 環境保全型農業の推進 農林水産部

1 省エネルギー化の推進 財務部

2 再生可能エネルギーの普及促進
産業部
農林水産部

3 拠点形成と交通ネットワークの構築 総合政策部

4 吸収源対策の推進 農林水産部

1 ごみの減量の推進 農林水産部

2 リサイクルの推進

1 環境学習の推進と事業者支援 教育委員会

2 市民・事業者との協働による取組の推
進

教育委員会

分野 基本方針 主要施策
環境部以外の

主な関係部局（※）

１
生活環境

１ 環境汚染の
　 防止

２ 生活環境の
　 維持・向上

４
環境学習

１ 環境啓発の
　 推進

２
自然環境

１ 自然環境との
　 共生

２ 自然環境の
　 活用

３
地球環境

１ 脱炭素社会
　 への移行の
　 促進

２ 持続可能な
　 循環型社会の
　 形成

 ※計画策定時における照会先及び主要施策に係る関係部局（環境部を除く） 
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＜第 4次環境基本計画 環境施策の体系＞ ＜第 4次環境基本計画 指標項目及び目標値＞ （＊）第 7次総合計画で定める指標項目 

 ＜第 2次地球温暖化対策実行計画 温室効果ガス削減目標（区域施策編）＞ 



①

主要施策
数値目標

②

法令遵守
（廃棄物処理
法、大気汚染
防止法）

④

その他
（関連計画の
改定等）

①

環境関連事業
（55事業）

②

法令遵守
（廃棄物処理
法、大気汚染
防止法）

④

その他
（関連計画の
改定等）

④

その他
（関連計画の
改定等）

①

主要施策
数値目標

②

法令遵守
（廃棄物処理
法、大気汚染
防止法）

③

CO2削減
取組

③ ④ ③

CO2削減
取組

① ② ④

その他
（関連計画の
改定等）

第4次環境基本計画及び第2次地球温暖化対策実行計画の推進について（概略図）

CO2削減
取組

各課等の
環境改善
活動

CO2削減
取組

各課等の
環境改善
活動

環境関連事業
（55事業）

法令遵守
（廃棄物処理
法、大気汚染
防止法）

③ ④

① ②

法令遵守
（廃棄物処理
法、大気汚染
防止法）

環境関連事業
（55事業）

① ②

主要施策
数値目標

法令遵守
（廃棄物処理
法、大気汚染
防止法）

環境政策審議会の進捗管理部局、課等の取組・進捗管理

（市役所内のPDCAサイクル）

第4次環境基本計画、第2次地球温暖化対策実行計画に基づく取組

令和5年度

以降

令和4年度

環境管理委員会の進捗管理

資料3 -2

推進体制

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

環境管理委員会への報告事項 環境政策審議会の審議事項

全ての課等該当課等

該当課等 全ての課等

計画で定める主要施策や数値目標ごと

に進捗管理、課題抽出

CO2削減取組を主要施策や数値目標と

一体的に取りまとめ、進捗報告
CO2削減取組を主要施策や数値目標と

一体的に取りまとめ、進捗報告



直近の温室効果ガス排出量の削減目標及び実績 
 

１．区域施策編（対象：上越市全域及び全ての主体（市民・事業者・市）） 

(1)削減目標 

短期目標：2030年度に温室効果ガス排出量を 2013年度比で 50％削減する。 

長期目標：2050年までにカーボンニュートラルを目指す。 

 

(2)削減実績 

   
（単位：千 t-CO2） 

区分 2013(基準) 2016 2017 2018 2019(直近) 

排出量 2,040 1,770 1,835 1,801 1,808 

基準年度比 - ▲13.2% ▲10.0% ▲11.7% ▲11.4% 

前年度比 - ▲6.6% 3.7% ▲1.9% 0.4% 

※区域施策編の温室効果ガス排出量は、国のマニュアルに基づき、国等の各種データを収集して算定しており、 

公表されるまで数年を要するものがあるため、直近の排出量の実績は 2019年度（3年間の差）になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事務事業編（対象：市が実施する全ての事務事業（市庁舎、市管理施設、市立小中学校、診療所など）） 

(1)削減目標 

2030年度にエネルギー起源※の温室効果ガス排出量を 2013年度比で 60％削減する。 

（非エネルギー起源も合わせた総排出量は 47.1％削減） 

※化石燃料（都市ガス、石油等）の燃焼や化石燃料を燃焼して得られる電気の使用に伴って排出される温室効果ガスのこと。 

 この他、化石燃料によらない一般廃棄物の焼却や下水・し尿の処理等による排出は非エネルギー起源温室効果ガスという。 

 

(2)削減実績 

 

エネルギー起源排出量                     （単位：千 t-CO2） 

 

 

 

 

 

総排出量（参考）                       （単位：千 t-CO2） 

 

 

 

 

 

  

863 819 818
734

814 793 824

530

354
336 315

292
278 281 284

175

361
354

326

298
296 279 263

145

451
437

425

434
434

429 416

315

11 13
12

12
13 20 21

16

-111

1,020 

-200

300

800

1,300

1,800

2,300

産業部門 民生業務部門

民生家庭部門 運輸部門

廃棄物部門

２０１5 ２０１6 ２０１7 ２０１8 ２０30

（基準年度） 森林吸収量

（千t-CO2）

２０１9

2,040

1,957
1,896

1,770 1,835 1,801

２０１３ ２０１４
差引０

２０５0

50％

削減

1,808

↑再エネ導入による削減分

（-50）を別途見込むため、
合計値が合わない。

（直近年度）（基準年度）

（目標年度）

63.4 61.1
57.1 54.8 53.5

48.3 47.1 44.5 42.6 43.4

25.4

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030

60％

削減

（千t-CO2）

（基準年度） （直近年度）（目標年度）

（年度）

31.6％

削減

区分 2013(基準) 2019 2020 2021 2022(直近) 

排出量 63.4 47.1 44.5 42.6 43.4 

基準年度比 - ▲25.7% ▲29.8% ▲32.8% ▲31.6% 

前年度比 - ▲2.6% ▲5.5% ▲4.3% 1.9% 

区分 2013(基準) 2019 2020 2021 2022(直近) 

排出量 74.2 67.7 66.0 62.9 61.2 

基準年度比 - ▲8.7% ▲11.0% ▲15.2% ▲17.5% 

前年度比 - ▲0.5% ▲2.5% ▲4.8% ▲2.6% 

【エネルギー起源排出量】 前年度比部門別削減率        （単位：千 t-CO2） 

部門 

基準

年度 
直近年度 

2030 年度 

目標 
2013 2018 2019 

前年度

比 

産業 863 793 824 4.0% 530 

民生業務 354 281 284 1.0% 175 

民生家庭 361 279 263 ▲5.4% 145 

運輸 451 429 416 ▲3.1% 315 

廃棄物 11 20 21 3.9% 16 

再エネ 

吸収源 
    -111 

計 2,040 1,801 1,808 0.4% 1,020 

 

 

・排出量は、基準年度である 2013年度から概ね減少傾向にあり、直近の 2019年度では、基準年度比で 232千 t-CO2

減（11.4%減）、前年度比で 7千 t-CO2増（0.4%増）となった。 

・部門別の前年度比では、民生家庭、運輸の２部門は削減が進んだが、産業、廃棄物、民生業務の３部門は排出量の

増加がみられた。 

・前年度比での排出量について、同時期の国、県が約 2%減少している一方で、当市においては産業部門が大きく増

加していることから、市内産業の業績や経済情勢も大きく影響しているものと推察される。 

・今後は、第 2 次地球温暖化対策実行計画に基づき、当市の温室効果ガス排出量の約半数を占める産業部門におけ

る重点的な対策を推進するとともに、その他の部門においても、省エネ対策や再エネ導入、電動車の普及に向け

た啓発などを通じたネルギー使用量の削減に向けた取組を進めていく。 

・排出量は、基準年度である 2013年度から概ね減少してきており、直近の 2022年度では、基準年度比 

 で 20.0千 t-CO2減（31.6%減）、前年度比では 0.8千 t-CO2増（1.9%増）となった。 

・エネルギー別の前年度比の排出量では、都市ガス、重油等の削減が進んだが、電気、灯油等の増加が

みられた。このうち電気については、使用量が 2.1%減少したものの、排出係数が増加したことによ

り、排出量が 2.0％増加した。 

・今後も当市に適した再生可能エネルギーの導入に向けた調査・検討や、電動車の導入促進、省エネ化

のさらなる推進などにより、温室効果ガス削減に向けた取組を一層強化していく必要がある。 

前年度比電気使用量、CO2排出量（東北電力） 

区分 

基準 

年度 
直近 

2013 2021 2022 
前年 

度比 

電気使用量 

（千 kWh） 
72,434.3 59,234.9 58.007.6 -2.1% 

排出係数※ 

(t-CO2/kWh) 
0.000600 0.000476 0.000496 4.2% 

CO2 排出量 

（t-CO2） 
43,460.9 28,195.8 28,771.8 2.0% 

※電力供給 1kWhあたりの CO2排出量を示す係数 

再エネ 
導入に 
より-50 
を見込む 
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脱炭素社会の実現に向けて

環境部 環境政策課

2023年9月

Ver.4.5

資料5



▼三つの基本方針

第
７
次
総
合
計
画
に
お
け
る
政
策
・
施
策

土地利用構想の推進

化石燃料からの
エネルギーシフト
を推進します

脱炭素化社会に
対応したまちづくり

を推進します

脱炭素型
ライフスタイル
を推進します

実
行
計
画
に
お
け
る
施
策

＝

７
次
総

重
点
テ
ー
マ
「
脱
炭
素
社
会
の
形
成
」
（
グ
リ
ー
ン
）

環
境
基
本
計
画
に
お
け
る
政
策
・
施
策

生
活
環
境

自
然
環
境

地
球
環
境

環
境
学
習

第7次総合計画 土地利用構想の推進

・持続可能な土地利用
・適切な都市機能の整備 等

基本方針１

基本方針２

基本方針３

環境分野以外の施策との連携

▼七つの重点施策

市の事務事業

職員一人ひとりの環境に配慮した行動の実践

（１）エネルギー使用量の削減
（２）移動手段の見直し
（３）資源の節約
（４）ごみの減量化とリサイクル
（５）効率的な働き方の実践

環境配慮契約の推進

施設の効率的な運用と設備の適切なメンテナンス

公用車の電動化とエコドライブの推進

省エネ・再エネ設備等の積極的な導入

職員の環境意識と知識の向上

エネルギー管理の徹底

▼市民・事業者に期待される取組

事業者市民

環境に配慮した行動の実践

（１）エネルギー使用量の削減
（２）移動手段の見直し
（３）資源の節約
（４）ごみの減量化とリサイクル

脱炭素経営への転換

緑の活用の推進

省エネ・再エネ設備等の積極的な導入の検討

自動車の電動化とエコドライブの推進

地産地消の推進

地球温暖化問題に関する意識向上と活動の推進

【事務事業編】

【区域施策編】

市施策の展開

事務事業における
脱炭素化の率先実行

家庭への再エネ導入と
省エネ対策の促進

農林業の振興による
吸収源対策の推進

地球温暖化対策の
啓発・教育の推進

重点施策１

重点施策３

重点施策４

重点施策６

市内事業者による
脱炭素経営の促進

重点施策２

脱炭素型地域づくり
モデルの構築

重点施策５

地域と調和した
民間再エネ

プロジェクトの促進

重点施策７

（１）省エネ行動と公共施設の省エネ化の推進
（２）公共施設での太陽光発電等の率先導入
（３）公用車の電動化とエコドライブの推進
（４）環境配慮契約の推進

（１）家庭への太陽光発電等の普及促進
（２）住宅の省エネ性能の向上
（３）家庭への電動車等の普及促進

（１）森林の保全と地元産木材の利用促進
（２）環境保全型農業の推進

（１）脱炭素化ライフスタイルの「見える化」
（２）こどもたちへの環境教育の充実

（１）地域経済の脱炭素化に向けた
ネットワークづくり

（２）市内事業者による脱炭素化の
取組への支援

（１）地域コミュニティの脱炭素化モデルづくり
（２）雪氷エネルギーの活用
（３）バイオマスの利活用
（４）水素社会の到来に向けた仕組みづくり
（５）市街地の未利用エネルギー活用モデル

づくり

（１）地域特性をいかした再エネ立地の促進
（２）地域と調和した開発ルールの構築と運用

上越市第２次地球温暖化対策実行計画【2023～2030】（全体像）

出所）上越市第２次地球温暖化対策実行計画より １
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50％
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↑再エネ導入による削減分

（-50）を別途見込むため、
合計値が合わない。

１ 第7次総合計画で掲げる重点テーマの一つ「脱炭素社会の形成（グリーン）」の推進

近年、世界各地で記録的な高温や大雨、森林火災、干ばつなど、地球温暖化による異常気象が頻発
しています。

国では2050（令和32）年までに温室効果ガスを実質ゼロにするという高い目標を掲げ、その達
成に向けて、化石燃料を由来とするエネルギーの転換を図るなど、脱炭素化に向けた取組を推進し
ています。

また、民間企業においても脱炭素経営に向けた取組が進み、国際的にもＥＳＧ投資が重視されるな
ど、環境に配慮した取組を行う企業が選択される時代となりつつあります。

そこで、こうした脱炭素化に向けた対応を経済成長の制約やコスト負担と考えるのではなく、力強
い成長を生み出す機会として捉えながら、当市の更なる魅力の向上や豊かな自然環境の保全と経済
活動の両立に向け、まちの持続可能性を高めるとともに、地球環境への負荷を軽減するための取組
を推進していきます。

２ 温室効果ガスの削減目標の設定
～ 第２次地球温暖化対策実行計画の削減目標 ～

【区域施策編】

短期目標 ： 2013年度比50％削減を目指す … 第7次総合計画の目標としても設定

長期目標 ： 20５０年までにカーボンニュートラルを目指す
※「カーボンニュートラル」とは、 CO2排出量 － CO2吸収量（森林等） ≦ 0のこと

【事務事業編】

2013年度比60％削減（エネルギー起源）を目指す

【温室効果ガスの削減実績と今後の目指す姿のイメージ（区域施策編）】

出所）上越市第２次地球温暖化対策実行計画より

上越市第２次地球温暖化対策実行計画【2023～2030】（ＧＨＧ削減目標）

２



上越市第２次地球温暖化対策実行計画【2023～2030】（ＧＨＧ削減目標）
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2018年度
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【区域施策編における温室効果ガス削減目標等の数値目標】

※市が算定する温室効果ガス排出量の部門については、国・県の算定における「エネルギー転換」は対象外、
「非エネルギー」「その他」は他の各部門の算定に含まれている。

【当市の温室効果ガス排出状況の特徴】

2013年度

削減量

（Ａ）

削減

割合

削減量

（Ｂ）

削減

割合

削減量

（Ａ+Ｂ）

削減

割合

　産業部門 863 -134 -15.5% -199 -23.1% -333 -38.6% 530 -38% -41%

　民生業務部門 354 -73 -20.6% -106 -30.0% -179 -50.6% 175 -51% -61%

　民生家庭部門 361 -113 -31.3% -103 -28.5% -216 -59.9% 145 -66% -50%

　運輸部門 451 -18 -4.0% -118 -26.2% -136 -30.1% 315 -35% -37%

　廃棄物部門 11 8 72.7% -3 -27.3% 5 45.3% 16

　再エネ導入 0 -50 -50 -50

　森林吸収量 0 -111 -111 -111

計 2,040 -330 -16.2% -690 -33.8% -1020 -50.0% 1,020 -46% -46%

※単位未満の端数処理で合計は一致しない

（排出量・削減量の単位は千tCO2）

区分

2030年度の目標（基準年度比） 削減割合の参考

基準年度

排出量

現状すう勢による

削減見込み
対策による削減 計

削減後

排出量
国 新潟県

703

28.6%

327

13.3%
375

15.3%

459

18.7%

79

3.2%

250

10.2%

266

10.8%

新潟県
単位：万t-CO2

2018年度

2,459万t

400

32.1%

200

16.0%166

13.3%

210

16.8%

89

7.1%

80.2

6.4%

101.6

8.1%

国

産業
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家庭

運輸

エネルギー転換

非エネルギー

その他ガス

単位：百万t-CO2

2018年度

1,247百万t

 

【これまで】 

2013⇒2018 の 

5年間で 

8.1%削減 

【これから】 

2018⇒2030 の 

12年間で 

33.2%削減 

例１：産業部門での今後の CO2削減のペース 

加速が必要 

 

既存発電設備（31,247kW）に加え、 

約 50MW（50,000kW）級の太陽光 

発電設備の新規設置が必要 
注：現在市内に立地しているメガソーラー 

で最大のものは約 2.5MW 

例２：再エネ導入で実現を目指す 

50 千 t-CO2の削減  

出所）上越市第２次地球温暖化対策実行計画より ３
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※市が算定する温室効果ガス排出量の部門については、国・県の算定における「エネルギー転換」は対象外、
「非エネルギー」「その他」は他の各部門の算定に含まれている。

【当市の温室効果ガス排出状況の特徴】
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削減
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削減量

（Ｂ）

削減

割合

削減量

（Ａ+Ｂ）

削減

割合

　産業部門 863 -134 -15.5% -199 -23.1% -333 -38.6% 530 -38% -41%

　民生業務部門 354 -73 -20.6% -106 -30.0% -179 -50.6% 175 -51% -61%

　民生家庭部門 361 -113 -31.3% -103 -28.5% -216 -59.9% 145 -66% -50%

　運輸部門 451 -18 -4.0% -118 -26.2% -136 -30.1% 315 -35% -37%

　廃棄物部門 11 8 72.7% -3 -27.3% 5 45.3% 16

　再エネ導入 0 -50 -50 -50

　森林吸収量 0 -111 -111 -111

計 2,040 -330 -16.2% -690 -33.8% -1020 -50.0% 1,020 -46% -46%
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区分

2030年度の目標（基準年度比） 削減割合の参考

基準年度

排出量

現状すう勢による

削減見込み
対策による削減 計

削減後

排出量
国 新潟県

703

28.6%

327

13.3%
375

15.3%

459

18.7%

79

3.2%

250

10.2%

266

10.8%

新潟県
単位：万t-CO2

2018年度

2,459万t

400

32.1%

200

16.0%166

13.3%

210

16.8%

89

7.1%

80.2

6.4%

101.6

8.1%

国

産業

業務

家庭

運輸

エネルギー転換

非エネルギー

その他ガス

単位：百万t-CO2

2018年度

1,247百万t



上越市第２次地球温暖化対策実行計画（考え方）

出所）上越市第２次地球温暖化対策実行計画より ４

脱炭素社会の実現に向けた三つの基本方針 
 

   基本方針１   化石燃料からのエネルギーシフトを推進します  

○2030（令和 12）年に向けては、国の支援制度等を活用しながら、現在、実用・普及段階に

ある再生可能エネルギー※技術を率先して導入していきます。 

○脱炭素社会への円滑かつ現実的な移行を実現するため、革新的な技術開発が進むまでの移

行期間の手段として、CO2排出が少ない天然ガスの活用を促進します。 

○2050（令和 32）年に向けては、世界・国内の大手企業等の技術開発の情報収集に努め、当

市で先導的に取り組む必要がある技術等に対しては、積極的に取り組みます。 
 

   基本方針２   脱炭素型ライフスタイルを推進します  

○省エネや再生可能エネルギーの活用に対応した家庭生活、事業活動を促進します。 

○成果の実感・見える化に留意し、需要と供給の両面からの対応、現実的な移行対策を推進

します。 

○多様で豊かな自然環境を有する当市の地域特性をいかし、持続可能で、市民が当市での暮

らしに豊かさを感じられるライフスタイルの実現を目指します。 
 

   基本方針３   脱炭素化社会に対応したまちづくりを推進します  

○「分散型電源」の取組を推進し、エネルギーに係る暮らしの安全性を高めます。 

○「エネルギーの地産地消」と「地域内経済循環」を促進する仕組みづくりを目指します。 

○エネルギー港湾・直江津港を拠点としてエネルギー供給基地としての役割を果たすため、

市内エネルギー企業を始め、地域事業者との連携を強化します。 

○脱炭素社会への移行を地域産業の新たなビジネスチャンスとして捉えます。 

○第 7次総合計画で掲げる持続可能な都市構造の実現を目指します。 



【短期的には】
○太陽光発電の導入や省エネの取組を中心に

・市の事務事業での率先実行を通じた
知見の蓄積や啓発活動

・市民・事業者への経済面、情報面での支援
・地域を挙げた推進体制の構築

などから着手

⇒市民一人ひとりの行動変容や、
事業者による新たな事業展開へ

【中期的には】
○市内の各地域の特性や地域資源

を活かした自然エネルギー
（小水力、バイオマス、

雪氷エネルギーなど）

⇒民間も含む最新動向の
情報収集

⇒導入・活用に向けた調査・ 研究
を推進

【長期的には】
○脱炭素に係る新たな技術の開発・

普及の動向や、市民・事業者・行政が
連携した地域づくりの広がりを踏まえ

⇒当市の特性をいかした
「複合的モデルづくり」を推進

⇒脱炭素社会に相応しい
「社会システムの構築」へ

出所）上越市第２次地球温暖化対策実行計画より

脱炭素社会の実現に向けた取組のイメージ

5

両立・調和 

 
 

   施策の視点     

重点施策 

 市の率先実行

を通じた知見

の蓄積と啓発 

市民・事業者 

への支援と推

進体制の構築 

 複合的 

モデル 

づくり 

 社会 

システム 

の構築 
        

１ 
事務事業における 

脱炭素化の率先実行 

 
◇ 

  
 

 
 

２ 
市内事業者による 

脱炭素経営の促進 

 
 ◇ 

 
 

 
◇ 

３ 
家庭への再エネ導入と 

省エネ対策の促進 

 
 ◇ 

 
 

 
◇ 

４ 
地球温暖化対策の啓発・ 

教育の推進 

 
◇ ◇ 

 
 

 
◇ 

         

５ 
脱炭素型地域づくり 

モデルの構築 

 
   

◇ 
 

◇ 

６ 
農林業の振興による 

吸収源対策の推進  

 
 ◇ 

 
◇ 

 
◇ 

     
 

 
 

 

７ 
地域と調和した民間 

再エネプロジェクトの促進 

 
 ◇ 

 
◇ 

 
◇ 

 

 

短期 

長期

期 情報収集・研究 



区分 設置時期（年度）：施設・規模等

太陽光
発電

公共施設 H10～：13施設（14か所）に導入済 184.4kw

住宅補助 H10～H30：811件に補助 3,677.29kw

民間 H25～：7件設置済 合計13,000kw ※主なﾒｶﾞｿｰﾗｰのみ

風力発電 H12～：4基設置⇒R2で全基廃止 2,700kw

廃棄物発電 H29～：新クリーンセンター 6,290kw

水道小水力発電

H20～：正善寺浄水場（県内初の水道小水力発電） 80kw

R4～：柿崎川浄水場（民間）39kW

雪冷熱

雪冷房 H13～：安塚小学校等 計4施設 貯雪量:2,369t ※民間含む

雪冷蔵 H12～：旧ほのぼの荘等 計9施設 貯雪量:2,198t ※民間含む

廃棄物 熱源利用 H12～：汚泥リサイクルパーク

下水熱 融雪 H28～：上越保健センター（実証実験）

地中熱 融雪 H26～：公共施設で計3ヶ所設置

上越市における再生可能エネルギーの導入状況

6



【市内公共施設等における再生可能エネルギーの利用事例】 

区分 箇所数 設置施設等 

太陽光発電 14 か所 下記 13 施設（ほか木田庁舎には屋外照明の設置あり） 

小水力発電 1 か所 正善寺浄水場（ほか柿崎川浄水場は民間のマイクロ水力発電あり） 

消化ガス発電 1 か所 下水道センター 

ごみ焼却発電 1 か所 クリーンセンター 

バイオガス利用 1 か所 汚泥リサイクルパーク 

下水熱利用（融雪） 1 か所 保健センター（実験的設置） 

地中熱利用（融雪） 3 か所 小林古径記念美術館、上越妙高駅前広場（西口）、ガス水道局 

雪冷熱利用（冷房） 3 か所 安塚小学校、安塚中学校、キューピットバレイセンターハウス 

雪冷熱利用（冷蔵） 2 か所 ユキノハコ、和田雪室（民間での利用） 

注：風力発電施設は令和 2年度末で発電停止 

 

施設名
発電出力

（kW）

雁木通りプラザ 19.5

富岡小学校 20.0

市民プラザ 10.0

南三世代交流プラザ 5.0

港町特定公共賃貸住宅 10.0

市営子安住宅1号棟 5.0

市営子安住宅2号棟 5.0

安塚中学校 30.0

豊原小学校（板倉区） 20.0

大町小学校 20.0

やちほ保育園 4.0

雪だるま物産館（安塚区） 10.0

はまっこ保育園（大潟区） 5.9

春日小学校 20.0

計（13施設［14か所］） 184.4

区分 施設名
貯雪量

（t）

キューピットバレイセンターハウスレストラン（安塚区）
※ふれあい昆虫館は休館中

1,539

安塚中学校 660

安塚小学校 150

個人の雪室（板倉区） 20

JAえちご上越「利雪型米穀貯蔵施設」（安塚区） 548

民間事業者の雪室（柿崎区） 500

岩の原葡萄園（合併前上越市） 330

和田雪室（安塚区） 330

JAえちご上越「柿崎雪室」 160

個人の雪室（吉川区） 150

樽田雪中貯蔵施設「ユキノハコ」（安塚区） 90

簡易型雪室実験施設「信濃坂の雪室」（安塚区） 70

JAえちご上越「あるるんの杜雪室」 20

4,567計（13施設）

冷房

冷蔵

上越市における再生可能エネルギーの導入例

【市内公共施設等における再生可能エネルギーの利用事例】 

区分 箇所数 設置施設等 

太陽光発電 14 か所 下記 13 施設（ほか木田庁舎には屋外照明の設置あり） 

小水力発電 1 か所 正善寺浄水場（ほか柿崎川浄水場は民間のマイクロ水力発電あり） 

消化ガス発電 1 か所 下水道センター 

ごみ焼却発電 1 か所 クリーンセンター 

バイオガス利用 1 か所 汚泥リサイクルパーク 

下水熱利用（融雪） 1 か所 保健センター（実験的設置） 

地中熱利用（融雪） 3 か所 小林古径記念美術館、上越妙高駅前広場（西口）、ガス水道局 

雪冷熱利用（冷房） 3 か所 安塚小学校、安塚中学校、キューピットバレイセンターハウス 

雪冷熱利用（冷蔵） 2 か所 ユキノハコ、和田雪室（民間での利用） 

注：風力発電施設は令和 2年度末で発電停止 

 

施設名
発電出力

（kW）

雁木通りプラザ 19.5

富岡小学校 20.0

市民プラザ 10.0

南三世代交流プラザ 5.0

港町特定公共賃貸住宅 10.0

市営子安住宅1号棟 5.0

市営子安住宅2号棟 5.0

安塚中学校 30.0

豊原小学校（板倉区） 20.0

大町小学校 20.0

やちほ保育園 4.0

雪だるま物産館（安塚区） 10.0

はまっこ保育園（大潟区） 5.9

春日小学校 20.0

計（13施設［14か所］） 184.4

区分 施設名
貯雪量

（t）

キューピットバレイセンターハウスレストラン（安塚区）
※ふれあい昆虫館は休館中
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図１，２，４ 出所）資源エネルギー庁 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する
特別措置法情報公表用ウェブサイトのデータにより上越市環境保全課作成

図３ 出所）上越市資料

※一部数値は省略あり。合計値等は集計方法
の相違により資料間で不一致があります。
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脱炭素社会プロジェクトによる事業展開

出所）令和5年度当初予算案の概要より 9



令和5年度からの新規事業 ～脱炭素社会推進事業（関連事業を含む）～

１0

▲市HPに脱炭素ポータルを開設

▲県の啓発キャンペーン「にいがた緑の陣」
に参加



上越市の特徴（天然ガスとの関わり）

出所）上越市ガス水道局「都市ガスのみらい」より １1



上越市に立地している大手エネルギー事業者の将来ビジョン

１2

出所）各社ＨＰより抜粋

JERA

JERA

東北電力

INPEX



水素社会の実現に向けて（新潟県及び経済産業省における調査）

１3出所）第７回新潟カーボンニュートラル拠点化・水素利活用促進協議会（新潟県ほかで構成）資料（令和５年３月２２日）より抜粋


